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   対馬市告示第32号 

    令和元年第３回対馬市議会定例会を次のとおり招集する 

       令和元年８月30日 

                               対馬市長 比田勝尚喜 

   １ 期 日  令和元年９月11日（水） 

   ２ 場 所  対馬市議会議場 

 

   ○開会日に応招した議員 

坂本 充弘君          伊原  徹君 

長郷 泰二君          春田 新一君 

小島 德重君          吉見 優子君 

渕上  清君          黒田 昭雄君 

小田 昭人君          山本 輝昭君 

波田 政和君          齋藤 久光君 

初村 久藏君          大浦 孝司君 

大部 初幸君          作元 義文君 

上野洋次郎君          小川 廣康君 

 

   ○９月18日に応招した議員 

 

 

   ○９月19日に応招した議員 

 

 

   ○９月27日に応招した議員 
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令和元年 第３回 対 馬 市 議 会 定 例 会 会 議 録（第１日） 

                           令和元年９月11日（水曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                       令和元年９月11日 午前10時00分開会 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 議長の諸般報告 

    日程第４ 市長の行政報告 

    日程第５ 総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第６ 厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第７ 国境離島活性化推進特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第８ 長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告 

    日程第９ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（令和元年度対馬市

一般会計補正予算（第２号）） 

    日程第10 報告第４号 平成３０事業年度公益財団法人厳原愛育会経営状況報告に

ついて 

    日程第11 報告第５号 平成３０事業年度株式会社まちづくり厳原経営状況報告に

ついて 

    日程第12 報告第６号 平成３０事業年度一般財団法人対馬市農業振興公社経営状

況報告について 

    日程第13 報告第７号 平成３０事業年度一般財団法人対馬地域商社経営状況報告

について 

    日程第14 報告第８号 平成３０事業年度公益財団法人対馬栽培漁業振興公社経営

状況報告について 

    日程第15 報告第９号 平成３０事業年度一般財団法人対馬市国際交流協会経営状

況報告について 

    日程第16 報告第10号 平成３０年度対馬市健全化判断比率及び資金不足比率の報

告について 

    日程第17       対馬市教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及び

評価の報告 
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    日程第18 認定第１号 平成３０年度対馬市一般会計歳入歳出決算の認定について 

    日程第19 認定第２号 平成３０年度対馬市診療所特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

    日程第20 認定第３号 平成３０年度対馬市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

    日程第21 認定第４号 平成３０年度対馬市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 

    日程第22 認定第５号 平成３０年度対馬市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

    日程第23 認定第６号 平成３０年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

    日程第24 認定第７号 平成３０年度対馬市旅客定期航路事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

    日程第25 認定第８号 平成３０年度対馬市集落排水処理施設特別会計歳入歳出決

算の認定について 

    日程第26 認定第９号 平成３０年度対馬市水道事業会計決算の認定について 

    日程第27 議案第36号 令和元年度対馬市一般会計補正予算（第３号） 

    日程第28 議案第37号 令和元年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

    日程第29 議案第38号 消費税及び地方消費税の税率の改定に伴う関係条例の整理

に関する条例 

    日程第30 議案第39号 対馬市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条

例 

    日程第31 議案第40号 対馬市自家用有償バス運行に関する条例の一部を改正する

条例 

    日程第32 議案第41号 対馬市収入印紙及び収入証紙購買基金条例の一部を改正す

る条例 

    日程第33 議案第42号 対馬市公民館条例の一部を改正する条例 

    日程第34 議案第43号 対馬市文化会館条例の一部を改正する条例 

    日程第35 議案第44号 対馬市総合センター条例の一部を改正する条例 

    日程第36 議案第45号 対馬市コミュニティーセンター条例の一部を改正する条例 

    日程第37 議案第46号 対馬市立図書館条例の一部を改正する条例 

    日程第38 議案第47号 対馬市保育所条例の一部を改正する条例 
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    日程第39 議案第48号 対馬市へき地保育所条例の一部を改正する条例 

    日程第40 議案第49号 対馬市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

    日程第41 議案第50号 対馬市保育の必要性の認定基準に関する条例の一部を改正

する条例 

    日程第42 議案第51号 対馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

    日程第43 議案第52号 対馬市診療所条例の一部を改正する条例 

    日程第44 議案第53号 対馬市営航路船舶使用料条例の一部を改正する条例 

    日程第45 議案第54号 対馬市水道条例の一部を改正する条例 

    日程第46 議案第55号 対馬市消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例

の一部を改正する条例 

    日程第47 議案第56号 対馬市コミュニティーセンターの指定管理者の指定につい

て 

    日程第48 議案第57号 漁港区域内公有水面の埋立てについて（尾崎漁港） 

    日程第49 議案第58号 財産取得契約の締結について 

    日程第50 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

    日程第51 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

    日程第52 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

    日程第53 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦について 

    日程第54 諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦について 

    日程第55 諮問第６号 人権擁護委員候補者の推薦について 

    日程第56 請願第１号 日本海海戦（対馬沖海戦）戦没者慰霊祭関連事業の継続と

戦争関連施設の保全並びにロシア連邦公人の招聘等を求

める請願書 

 

本日の会議に付した事件 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 議長の諸般報告 

    日程第４ 市長の行政報告 

    日程第５ 総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 
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    日程第６ 厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第７ 国境離島活性化推進特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第８ 長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告 

    日程第９ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（令和元年度対馬市

一般会計補正予算（第２号）） 

    日程第10 報告第４号 平成３０事業年度公益財団法人厳原愛育会経営状況報告に

ついて 

    日程第11 報告第５号 平成３０事業年度株式会社まちづくり厳原経営状況報告に

ついて 

    日程第12 報告第６号 平成３０事業年度一般財団法人対馬市農業振興公社経営状

況報告について 

    日程第13 報告第７号 平成３０事業年度一般財団法人対馬地域商社経営状況報告

について 

    日程第14 報告第８号 平成３０事業年度公益財団法人対馬栽培漁業振興公社経営

状況報告について 

    日程第15 報告第９号 平成３０事業年度一般財団法人対馬市国際交流協会経営状

況報告について 

    日程第16 報告第10号 平成３０年度対馬市健全化判断比率及び資金不足比率の報

告について 

    日程第17       対馬市教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及び

評価の報告 

    日程第18 認定第１号 平成３０年度対馬市一般会計歳入歳出決算の認定について 

    日程第19 認定第２号 平成３０年度対馬市診療所特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

    日程第20 認定第３号 平成３０年度対馬市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

    日程第21 認定第４号 平成３０年度対馬市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 

    日程第22 認定第５号 平成３０年度対馬市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

    日程第23 認定第６号 平成３０年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 
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    日程第24 認定第７号 平成３０年度対馬市旅客定期航路事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

    日程第25 認定第８号 平成３０年度対馬市集落排水処理施設特別会計歳入歳出決

算の認定について 

    日程第26 認定第９号 平成３０年度対馬市水道事業会計決算の認定について 

    日程第27 議案第36号 令和元年度対馬市一般会計補正予算（第３号） 

    日程第28 議案第37号 令和元年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

    日程第29 議案第38号 消費税及び地方消費税の税率の改定に伴う関係条例の整理

に関する条例 

    日程第30 議案第39号 対馬市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条

例 

    日程第31 議案第40号 対馬市自家用有償バス運行に関する条例の一部を改正する

条例 

    日程第32 議案第41号 対馬市収入印紙及び収入証紙購買基金条例の一部を改正す

る条例 

    日程第33 議案第42号 対馬市公民館条例の一部を改正する条例 

    日程第34 議案第43号 対馬市文化会館条例の一部を改正する条例 

    日程第35 議案第44号 対馬市総合センター条例の一部を改正する条例 

    日程第36 議案第45号 対馬市コミュニティーセンター条例の一部を改正する条例 

    日程第37 議案第46号 対馬市立図書館条例の一部を改正する条例 

    日程第38 議案第47号 対馬市保育所条例の一部を改正する条例 

    日程第39 議案第48号 対馬市へき地保育所条例の一部を改正する条例 

    日程第40 議案第49号 対馬市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

    日程第41 議案第50号 対馬市保育の必要性の認定基準に関する条例の一部を改正

する条例 

    日程第42 議案第51号 対馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

    日程第43 議案第52号 対馬市診療所条例の一部を改正する条例 

    日程第44 議案第53号 対馬市営航路船舶使用料条例の一部を改正する条例 

    日程第45 議案第54号 対馬市水道条例の一部を改正する条例 

    日程第46 議案第55号 対馬市消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例



- 7 - 

の一部を改正する条例 

    日程第47 議案第56号 対馬市コミュニティーセンターの指定管理者の指定につい

て 

    日程第48 議案第57号 漁港区域内公有水面の埋立てについて（尾崎漁港） 

    日程第49 議案第58号 財産取得契約の締結について 

    日程第50 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

    日程第51 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

    日程第52 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

    日程第53 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦について 

    日程第54 諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦について 

    日程第55 諮問第６号 人権擁護委員候補者の推薦について 

    日程第56 請願第１号 日本海海戦（対馬沖海戦）戦没者慰霊祭関連事業の継続と

戦争関連施設の保全並びにロシア連邦公人の招聘等を求

める請願書 

 

出席議員（18名） 

１番 坂本 充弘君       ２番 伊原  徹君 

３番 長郷 泰二君       ４番 春田 新一君 

５番 小島 德重君       ６番 吉見 優子君 

８番 渕上  清君       ９番 黒田 昭雄君 

10番 小田 昭人君       11番 山本 輝昭君 

12番 波田 政和君       13番 齋藤 久光君 

14番 初村 久藏君       15番 大浦 孝司君 

16番 大部 初幸君       17番 作元 義文君 

18番 上野洋次郎君       19番 小川 廣康君 

 

欠席議員（なし） 

 

欠  員（１名） 

 

事務局出席職員職氏名 

局長      阿比留伊勢男君 次長     國分 幸和君 



- 8 - 

課長補佐    梅野 浩二君  係長     柚谷 智之君 

 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  比田勝尚喜君 

副市長  桐谷 雅宣君 

教育長  永留 和博君 

総務部長  有江 正光君 

総務課長（選挙管理委員会事務局書記長）  桐谷 和孝君 

しまづくり推進部長  武末 祥人君 

観光交流商工部長  二宮 照幸君 

市民生活部長  俵  輝孝君 

福祉保険部長  古里 正人君 

健康づくり推進部長  荒木 静也君 

農林水産部長  佐々木雅仁君 

建設部長  小島 和美君 

水道局長  波田 安徳君 

教育部長  阿比留裕史君 

中対馬振興部長  佐伯  正君 

上対馬振興部長  森山 忠昭君 

美津島行政サービスセンター所長  瀧川 昌浩君 

峰行政サービスセンター所長  田村 竜一君 

上県行政サービスセンター所長  原田 勝彦君 

消防長  主藤 庄司君 

会計管理者  松井 惠夫君 

監査委員事務局長  御手洗逸男君 

農業委員会事務局長  庄司 智文君 

代表監査委員  長岡 豊明君 

 

午前10時00分開会 

○議長（小川 廣康君）  おはようございます。ただいまから、令和元年第３回対馬市議会定例会

を開会いたします。 

 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（小川 廣康君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定によって、小田昭人君及び山本輝昭君を指名いた

します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期の決定 

○議長（小川 廣康君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、配付しております会期日程案のとおり、本日から９月

２７日までの１７日間とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。会期は、本日から９月２７日までの１７日間に決

定をいたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．議長の諸般報告 

○議長（小川 廣康君）  日程第３、議長の諸般報告を行います。 

 第２回定例会終了後以降の議長の行動等は、配付しております庶務報告書のとおりであります。 

 次に、６月定例会で議員派遣が決定しておりました長崎県市議会議長会主催の市議会議員研修

会は、８月２０日に長崎市の長崎ブリックホールにおいて開催され、法政大学副学長常務理事で

あります廣瀬克哉氏をお招きし、「地方議会改革に何が問われているのか」と題した講演が行わ

れ、山本議員、齋藤議員、波田議員及び黒田議員が出席をいたしました。 

 翌２１日には、長崎県議会において、県議会議場の設備等について行政視察を行っております。 

 以上、報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．市長の行政報告 

○議長（小川 廣康君）  日程第４、市長の行政報告を行います。 

 市長から行政報告の申し出があっておりますので、これを許します。市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  おはようございます。本日、ここに令和元年第３回対馬市議会定例会を

招集いたしましたところ、議員の皆様には、御健勝にて御出席賜り、衷心より御礼申し上げます。 

 初めに、７月１８日から８月２７日までの期間の台風や大雨により、家屋の床上・床下浸水、

土砂崩落による家屋損壊など、被災された市民の皆様へ対し、心からお見舞い申し上げます。 

 近年は、雨の降り方が極地化、集中化、激甚化しており、台風５号の影響で猛烈な雨が断続的
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に降ったことから、７月２０日は、気象庁が特別警報の運用を開始した平成２５年以来、対馬市

に対し、初めて警戒レベル５に相当する大雨特別警報が発表され、また、８月２７日の早朝から

降り出した雨は、瞬く間に記録的短時間大雨情報の発表となり、これまでに経験したことのない

ような豪雨となりました。 

 被害状況としましては、道路冠水や崖崩れによる通行どめ、河川の増水による住家の浸水被害

など、多くの災害に見舞われましたが、幸いにも人的被害がなかったことに胸をなでおろしたと

ころでございます。 

 しかしながら、いまだ市道の一部に交通規制がかかるなど、市民の皆様に対し、御不便をおか

けしている状況であり、一刻も早い復旧に向けて、担当課へ指示しているところでございます。 

 今後とも、市民の皆様と一体となって、今回の災害状況等を十分に検証し、災害対応に万全を

期してまいる所存でございます。 

 次に、６月定例会以降、今日までの主な事項につきまして御報告を申し上げます。 

 初めに、総務部の関連からでございますけれども、８月２５日、当議場において、第３回目と

なる対馬市子ども議会を開催いたしました。 

 対馬の将来を担う中学生が、郷土のまちづくりに関心を深め、子供たちの目線・発想から、対

馬の将来像について議論し、その思いを共有することができたことを、大変有意義であったと振

りかえっております。 

 当日は、市内中学校１３校から２６名の子ども議員が登壇し、さまざまな視点から提案や質問

が行われました。その内容は、身近な学校環境整備に関するものから、島の環境問題、韓国人観

光客の急増に伴い発生した問題など、私たち大人が考えつかないような提言もあり、子供たちの

対馬を思う熱い心に大変感銘を受け、対馬市の未来を託すことができる若者がしっかり育ってい

ることを、心強く感じたところでございます。 

 次に、災害時の歯科医療救護に関する協定についてでございますが、７月４日に対馬市歯科医

師会と災害時の歯科医療救護に関する協定を締結いたしました。その内容は、対馬市歯科医師会

が避難所等において歯科医療救護が必要な傷病者に対し、口腔ケアや応急措置等を実施すること

により、被災者の健康管理に寄与しようとするものでございます。 

 本市といたしましては、引き続き、関係団体等との協力体制の構築を含め、防災体制の強化に

努めてまいります。 

 次に、しまづくり推進部の関連でございます。 

 去る８月１９日から２３日にかけて開催した、国土交通大臣杯第１２回全国離島交流中学生野

球大会では、島外から７００名を超える方々をお迎えすることができました。 

 大会期間中は、悪天候による開始時刻の遅延や試合の中断、さらには試合会場の変更等、たび
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重なるトラブルにも見舞われましたが、大会スタッフの懸命な努力もあり、何とか予定どおりの

大会を実施することができました。 

 試合では、一生懸命にプレーする選手の姿やスタッフと一緒にグラウンドの水抜き作業を手伝

う多くの選手たち、 終日のさよならパーティーでは、試合や宿舎等で親交を深めた他のチーム

の仲間との懇親の光景を目にし、本大会の目的である、郷土を誇りに思う精神を育むこと、また

島と島との交流を図るという目的が達成できたのではないかと思っております。 

 大会運営においては、４日間の平日開催ということもあり、スタッフの確保等を心配しており

ましたが、長崎県、陸・海・空の自衛隊、ほか各種団体及び地元中学生等、多くの皆様の御支援、

御協力により、成功裏のうちに本大会を終えることができました。 

 対馬市でも、このような大きなイベントが開催できるというアピールにもつながったのではな

いかと思います。 

 御後援いただきました国土交通省、長崎県、日本離島センター、御協賛いただいた企業の皆様、

大会運営に御協力いただいた対馬軟式野球連盟を初め島内各種団体の皆様に、心より感謝を申し

上げます。 

 次に、自動運転バスの実証実験の実施についてでございます。 

 去る８月３日、４日の対馬厳原港まつりにあわせて、明治大学自動運転社会総合研究所との連

携協定に基づく、全国の自治体で初めて公道での自動運転バスの実証実験を実施いたしました。 

 実証実験の内容は、厳原港にある厳原合同庁舎前から厳原港まつり会場までの約３５０メート

ルのコースを１日１４便を２日間運行し、延べ２４８人の方に試乗いただきました。 

 試乗にあわせ、アンケート調査を実施いたしたところ、「対馬の公共交通にぜひ生かしてほし

い」、「思っていたよりも快適で、不安はなかった」などの意見をいただいております。 

 法的にも、また技術的にも課題は多いものの、これからの公共交通に活用すべく自動運転バス

の実走に向けて、取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 次に、観光交流商工部の関連でございます。 

 上対馬町三宇田用地への宿泊施設誘致につきましては、平成２８年３月に株式会社東横イン様

を事業者として選定し、建設に着手していただいておりましたが、昨日９月１０日に東横ＩＮＮ

対馬比田勝として竣工式を迎え、営業を開始していただきました。 

 竣工式・内覧会には、東横イングループの創業者である西田憲正様を初めとする東横イング

ループの関係者の皆様が御来島され、多数の御来賓の皆様の御臨席のもと、盛大にとり行なわれ

ました。 

 施設概要は、鉄骨造８階建て、客室２４３室、収容人数３００名で、飲食店や店舗スペース、

また、敷地内には対州馬を飼育する厩舎を備え、同社の社会貢献の一環として、対州馬保存・活
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用に関する取り組みを御計画いただいております。 

 東横ＩＮＮホテルは、平成２９年３月にオープンした対馬厳原店に続き、対馬島内で２店舗目

となり、対馬のかねてからの課題である宿泊施設不足の解消や雇用の増加につながるもので、今

後の対馬の観光産業の活性化に大きく寄与するものと期待するところでございます。 

 次に、厳原港まつりの開催についてでございます。 

 ８月３日、４日の２日間、厳原港の特設舞台をメイン会場として、対馬厳原港まつりが開催さ

れました。 

 ことしの目玉として、韓国内で建造された朝鮮通信使復元船が日本へ初来航し、市民への体験

乗船等を予定しておりましたが、昨今の日韓情勢から、急遽、韓国からの出航を取りやめられ、

残念ながら中止となりました。 

 しかし、朝鮮通信使行列再現を初めとした各プログラムは予定どおりに開催され、国内関係者

では、在釜山日本国総領事館秋田領事様、民団中央本部呂健二団長様、芳田直樹下関副市長様を

初めとした下関市、瀬戸内市の友好都市関係者の皆様に御参加をいただきました。 

 また、韓国からも国際諮問大使のカン・ナムジュ様、財団法人釜山文化財団のカン・ドンス代

表理事ほか関係者の皆様、チョン・シンヘ舞踊団・クンダラ吹打隊の皆様など、総勢約６０名の

方々に御参加をいただきました。 

 各地で日韓交流事業の中止等の報道がなされる中、朝鮮通信使行列再現が大きな影響を受ける

ことなく実施されたことは、対馬市及び日韓両国の朝鮮通信使ゆかりの地における朝鮮通信使や

日韓交流関連事業に大きく貢献したものと言えます。 

 今年度は、日韓関係悪化の余波を受ける中での開催となりましたが、厳原港まつり振興会及び

朝鮮通信使行列振興会を初め、御参加いただいた関係者の皆様の御協力、御配慮により、大きな

事故もなく例年どおり盛会裏に終えることができました。 

 以上が行政報告でございます。 

 後に、本定例会において御審議願います案件でございますが、予算に係る専決処分の承認

１件、平成３０事業年度公益財団法人厳原愛育会経営状況ほか報告６件、平成３０年度一般会計

歳入歳出決算ほか各会計の決算の認定案件８件、令和元年度一般会計ほか補正予算案件１件、条

例の制定１件、条例の一部改正１７件、公の施設の指定管理者の指定１件、漁港区域内公有水面

の埋立てについて１件、契約の締結１件、人権擁護委員候補者の推薦に係る諮問６件、合わせて

４６件について御審議をお願いするものでございます。 

 内容につきましては、提案の際に説明させていただきますので、慎重に御審議の上、適正なる

御決定を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、本会期中におきまして、対馬博物館２工区建設工事に係る契約の締結１件の追加議案を
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上程する予定としております。あわせて御審議くださいますようお願いいたします。 

 以上、開会に当たっての挨拶といたします。 

○議長（小川 廣康君）  以上で、行政報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（小川 廣康君）  日程第５、総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。

１番、坂本充弘君。 

○議員（１番 坂本 充弘君）  それでは、総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行

います。 

 令和元年第２回対馬市議会定例会において、会議規則第１０５条第１項の規定により、閉会中

の所管事務調査の承認を得ておりました本委員会の調査の内容とその概要を、同規則第１１０条

の規定により次のとおり報告いたします。 

 本委員会は、令和元年８月９日、対馬市役所厳原庁舎玄関前に集合し、全委員出席のもと、所

管事務調査をいたしました。 

 まず、対馬博物館建設の進捗状況について、博物館の事務室において建設事業の概要説明があ

りました。博物館建設の工期としては、平成２７年度から令和２年度までの６カ年計画で、計画

予算額が３８億２,３９４万９,０００円。事業内容については、基本・実施設計委託費は、約

１億７,０００万円。博物館本体工事は、平成２９年１２月から令和元年７月までで完成してお

り、工事費は約２５億１,０００万円。同工事監理業務委託料は、約５,４００万円。展示工事費

は、約３億８,０００万円で、平成２９年１２月から令和元年８月で完了するとのことでした。 

 博物館ゾーンの第１工区については、ここまで順調にきており、第２工区の交流ゾーン建設工

事、建設工事管理については、令和元年度から令和２年度までの計画で進めていきたいとの説明

を受けました。 

 概要の説明後、許可された館内の展示室を見ると、説明資料のイメージパースのようにすばら

しい展示室となっておりました。また、収蔵庫については、保管用に中性紙を使用しているなど

の詳しい説明も受けました。 

 次に、万松院の石垣等の状況について、万松院の佐伯住職様にも御同行いただき、現地を確認

しながら説明を受けました。 

 御承知のとおり、対馬藩主宗家墓所は昭和６０年２月に国史跡に指定され、金沢の前田家墓所、

萩の毛利家墓所とともに、日本三大墓地の一つとされております。 

 山門の右手にある百雁木の石段を登っていくと、右手の石垣上部の石が落ちているところがあ

りました。御住職によると、イノシシの被害だということでした。中ほどには下御霊屋や中御霊
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屋、樹齢数百年の大杉が茂り、その上段に義智公以降、１４人の藩主とその正室、お子様方が眠

っている上御霊屋が東西に広がっていました。 

 墓所の周りの石垣は、崩れたり、動いたりしており、また墓石を囲んでいる玉垣が折れている

ところもありました。原因は、大雨により崩れたり、地盤が下がったためということでした。 

 ほかにも、イノシシにより石が掘り起こされているところもあり、委員からは鳥獣対策をする

ことにより、文化財を守ることにつながるという意見がありました。 

 一般には公開されておりませんが、本堂の裏には庭園があり、その背後に裏御霊屋と続いてい

ます。ここは、対馬藩二代藩主義成公の御生母威徳院を初め、家老ほかの墓石が置かれていると

ころで、現状は、樹木が覆い、雑草が生え、荒れ果てている状態でした。委員からも、できるだ

け早く整備に着手しなければならないという意見がありました。 

 現地調査が終わった後、対馬市役所厳原庁舎別館第一会議室において、観光交流商工部二宮部

長、博物館建設推進課立花課長の出席を求め、対馬博物館の建設状況について補足説明を受けま

した。 

 説明後、旧厳原幼稚園横から対馬博物館へと続く坂道について質問があり、これは本来なかっ

たもので、将来的には石垣の形状に戻す見込みであるとの説明がありました。また、身体障害者

の入館についても質問があり、専用の駐車スペースを事務室の前に２台確保しているとの説明も

ありました。 

 委員からは、第１工区については順調に進んでいる、第２工区についても予定どおりに進むよ

う努力してほしいとの意見がありました。 

 次に、教育委員会事務局文化財課川辺課長、同課尾上副参事兼係長の出席を求め、対馬藩主宗

家墓所の整備状況について補足説明を受けました。 

 平成３０年度をもって第１期の整備は終了し、今後は金石城跡や隣接する施設等とあわせ、対

馬藩関連遺産群として保存活用計画、保存基本計画を策定後、第２期の整備に入っていく予定。

裏御霊屋については、この第２期の整備に盛り込みたい旨の説明を受けました。 

 委員からは、対馬藩主宗家墓所等保存整備委員会や万松院とも協議され、ぜひ整備に着手して

いただきたい。また、部署は異なるが、鳥獣対策もしていかなければならないという意見があり

ました。 

 以上で、総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を終わります。 

○議長（小川 廣康君）  報告が終わりました。 

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（小川 廣康君）  日程第６、厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。

２番、伊原徹君。 

○議員（２番 伊原  徹君）  おはようございます。厚生常任委員会の所管事務調査報告を行い

ます。 

 令和元年第２回対馬市議会定例会において、会議規則第１０５条第１項の規定により、閉会中

の所管事務調査の承認を得ておりました本委員会の調査の内容とその概要を、同規則第１１０条

の規定により報告いたします。 

 本委員会は、令和元年８月３０日に、特別養護老人ホームいづはらⅡ及びいづはら診療所の現

状と課題について、現地調査を行いました。 

 当日は、午後２時１０分に、旧長崎県対馬いづはら病院に集合し、委員全員出席のもと、理事

者側から古里福祉保険部長、木寺福祉課長、乙成保険課長、荒木健康づくり推進部長、井田いき

いき健康課長、平山係長に御同行いただき、特別養護老人ホームいづはらⅡ及びいづはら診療所

の状況等について説明を受けました。 

 厳原町東里にあります特別養護老人ホームいづはらⅡは、社会福祉法人長崎厚生福祉団により

平成２９年４月から運営を開始した介護老人福祉施設であり、施設の１階部分は短期入所４０床、

２階及び３階は、特養入所５０床であり、現在、特養入所者４１人、短期入所者３０人という状

況の中、施設長以下６６人の職員、うち介護スタッフ４０人で対応していました。 

 なお、特養に係る８床分が、従事する介護職員の不足により、利用できない状況であるとのこ

とでございました。 

 特養の１日の平均入所利用状況は、開設時の平成２９年度は約２１人、平成３０年度は約

３６人で増加傾向にありますが、介護職員の充足には、しばらく時間を要するとの説明を受けま

した。なお、短期入所に係る１日平均利用者数は、平成３０年度は約２９人であります。 

 また、国内からの人材確保が厳しい状況から、外国人雇用の可能性も考えられるが、言葉や文

化の違いから、教育研修にかなりの時間を要するとの説明がありました。 

 厳原町東里にあります、いづはら診療所は、平成２８年６月に、常勤医師２人体制で開院しま

したが、医師の退職等により、平成３１年４月から常勤医師が不在となっていますが、豊玉診療

所医師及び非常勤医師による診療体制が構築されており、外来診療及び訪問診療、佐須、久根、

今里及び豆酘診療所への定期的な出張診療が行われています。 

 利用者の割合は、約９５％が厳原町及び美津島町から、約５％が豊玉町から上対馬町までとな

っており、１日の平均患者数は２０人前後で推移しています。 
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 現在、いづはら診療所は、毎週午後２回の休診がありますが、委員から、常勤医師の配置と利

用者から求められる医療の充実を含め、休診のない診療体制及び診療単価など、患者数や診療収

入の増加に努め、収支バランスの均衡に努めていく必要があるのではないかとの意見がありまし

た。 

 現地終了後、対馬市役所東里庁舎の会議室において委員会を開催し、介護職員等の人材確保対

については、市内において、介護人材育成確保対策地域連絡協議会や合同企業説明会などが開催

されているが、応募者が少なく雇用につながっていない状況であることから、市の専門窓口を強

化し、県との協力体制を含めた迅速かつ継続した取り組みが必要であるとの意見がありました。 

 また、診療所における常勤医師の体制など、継続的な医療を展開する上では、収支のバランス

も含め、本市の南部地域の介護や福祉・医療の包括的な役割を担うための拠点として、対馬病院

との連携を密にして取り組んでほしいとの意見がありました。 

 そのほか、現在、特別養護老人ホームいづはらⅡ、いづはら診療所及び健康づくり推進部いき

いき健康課が利用している、旧長崎県対馬いづはら病院は、昭和６３年３月の供用開始から

３１年が経過し、主に増築部分を中心とした入所施設や執務施設に雨漏りが発生し、その対策に

苦慮している現状であります。 

 これまで、雨漏り対策のための部分改修は行われていますが、有効な対策には至っていないこ

とから、専門的な調査を行い、改めて雨漏り部分の解体を含めた抜本的な対策を講じる必要があ

るのではないかとの意見がありました。 

 以上で、厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を終わります。 

○議長（小川 廣康君）  報告が終わりました。 

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．国境離島活性化推進特別委員会の閉会中の調査報告 

○議長（小川 廣康君）  日程第７、国境離島活性化推進特別委員会の閉会中の調査報告を行いま

す。１７番、作元義文君。 

○議員（１７番 作元 義文君）  おはようございます。国境離島活性化推進特別委員会の報告を

いたします。 

 国境離島活性化推進特別委員会の調査状況を、会議規則第４５条第２項の規定に基づき、次の

とおり報告をいたします。 

 本委員会は、昨年８月の第７回委員会から、国境離島における特区に関する協議を行っている
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ところであり、ことし３月の定例会においては、中間報告をさせていただきました。 

 その後、６月、７月に本委員会を開催し、協議を重ね、国境離島における特区２項目と国など

への要望及び陳情５項目を取りまとめましたので、報告をさせていただきます。 

 まず、国境離島における特区についてであります。 

 現在、韓国から４０万人を超える観光客が来島する国境離島は対馬だけであり、その特殊事情

を直視し、対馬の特性を生かした施策を展開するため、地域活性化総合特区の制度を活用し、国

境離島特区のネーミングで事業を組み立てることとしております。 

 当初においては、２項目について特区の要望を行い、他の分野については、随時、規制緩和を

追加要望することにしております。 

 ①として、観光産業を主軸とした地域産業の活性化を図るため、国定公園区域内行為の規制緩

和であります。これは、昭和４３年に設定された壱岐・対馬国定公園の中身の見直し等でありま

す。 

 ②として、外国人労働者の雇用と日本語学校の設立に向けた規制緩和をお願いするものであり

ます。また、従来から進めております、国境離島新法に関する要望事項につきましては、県内各

離島との連携を図りながら、国などへの要望・陳情等を行うものとして、５項目を決定しており

ます。 

 まず、１つに、ジェットフォイルの更新に係る財政的な支援について。 

 ２項目として、航路・航空路運賃低廉化の対象者拡大について（対馬島民並みの運賃引き下

げ）。 

 ３番目として、漂着ごみの処理費用に係る補助率かさ上げについて。 

 ４番目、防衛拠点を加味した空港（滑走路の延長）、また、港湾の整備について。 

 ５項目め、外国人観光客受け入れの入国管理体制の整備について。 

 以上が、これまでに当委員会が取りまとめたものでありますが、協議の中で多数の意見があり

ました。 

 土地・建物の韓国人による買収については、規制を強化、取り締まりをする形となりますので、

規制緩和にならないので特区には該当しないということになりましたが、今後、何か手立てを考

えなければいけないと思っております。 

 後に、今後の本委員会の活動として、国境離島特区の申請に向けての協議、国境離島新法に

関する要望事項に対しては、行政との連携により、国・県に対し、強く要望等を行うことにして

おります。 

 以上で、国境離島活性化推進特別委員会の報告としますが、特別委員会としての報告は以上で

すが、委員会開催以後、日韓情勢の悪化の影響により、先ほど、４０万人と報告をいたしました



- 18 - 

けれども、韓国からの観光客が、全くと言っていいほど対馬に入ってきていない状況であります。 

 対馬の経済が破綻の危機を迎える前に、国の責任において早急に問題を解決していただきたい、

また、このような状況を鑑みますと、国内観光客を誘致する必要性を強く感じており、交流人口

の増加、対馬における観光産業の振興及び移住定住の促進を図るためには、航路・航空路運賃の

低廉化の対象者拡大は急務な施策であると感じております。当委員会として、早急な協議が必要

であろうかと思っております。 

 また、長崎県国境離島市町議会連絡協議会が、８月９日、長崎市で開催をされ、国境離島が抱

える問題等、意見交換をいたしました。 

 共通の課題として、ジェットフォイルの更新に係る財政的な支援について、航路・航空路運賃

についてなど、何とか改善をしなければならないということで県離島議長会が県知事に要望をす

るときに同席をして要望することに決定をいたしております。 

 また、なお、この会議において、不肖私は会長として再任をされております。今以上に頑張っ

てまいりたいと思っております。 

 以上で、国境離島活性化推進特別委員会の報告といたします。 

○議長（小川 廣康君）  報告が終わりました。 

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告 

○議長（小川 廣康君）  日程第８、長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告を行います。 

 １４番、初村久苻君。 

○議員（１４番 初村 久苹君）  長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員報告をいたします。 

 令和元年８月２１日、長崎県市町村会館において、令和元年第２回長崎県後期高齢者医療広域

連合議会定例会が招集されましたので、議案の審議の内容について、次のとおり報告いたします。 

 議案審議に入る前に、議長の選任が議題となり、指名推選により、長崎市の佐藤正洋議員が選

任をされました。 

 まず 初に、議員提出議案第１号、長崎県後期高齢者医療広域連合議会会議規則の一部を改正

する規則が上程されました。 

 表決方法について、規定を整備する必要があることから、第６５条第１項に、「ただし、議長

が認める者については挙手をもって起立とみなすことができる」というただし書きを加えようと

するもので、原案のとおり可決をいたしました。 
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 次に、経過等の報告の後、決算の認定２件、専決処分の報告１件、同意案件１件が上程され、

慎重審議の結果、いずれも原案のとおり可決されました。 

 議案審議の内容について、報告いたします。 

 議案第６号、平成３０年度長崎県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算は、歳入総額

２億３,２２３万４,０００円、歳出総額２億２,４７３万４,０００円であり、当年度実質収支額

は７５０万円であります。 

 歳入の主なものは、市町からの共通経費負担金２億９２７万１,０００円、基金繰入金

１,１０８万円、繰越金１,０６７万７,０００円であります。 

 歳出の主なものは、職員の人件費及び事務室借り上げに係る経費であります。 

 議案第７号、平成３０年度長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算は、歳入総額２,３６８億５,３０９万５,０００円、歳出総額２,２８０億９,３７９万円であ

り、当年度の実質収支額は８７億５,９３０万５,０００円であります。 

 歳入の主なものは、市町支出金が３３８億２,８７９万９,０００円で歳入全体の１４.２９％、

国庫支出金が８２４億７,３２７万円で全体の３４.８２％、県支出金が１８６億９,５６２万

８,０００円で全体の７.８９％、支払基金交付金が８７８億１,３０９万３,０００円で全体の

３７.０７％、繰越金が１２７億８,３８３万３,０００円で全体の５.４０％であります。 

 歳出の主なものは、保険給付費が２,１８３億５,２９８万３,０００円で、歳出全体の

９５.７２％であります。 

 続いて、報告第１号、専決処分の報告及び承認を求めることについて（長崎県後期高齢者医療

広域連合職員の勤務時間、休暇に関する条例の一部を改正する条例）は、国家公務員において、

超過勤務の上限規制等が平成３１年４月から導入されたことに伴い、所要の改正をするものであ

ります。 

 同意議案第２号、監査委員の選任につき議会の同意を求めることについては、議長指名により、

新上五島町の坪井泰助議員が、令和元年８月２１日から選任されました。 

 後に、議会運営委員の選任についてが議題となり、議長指名により、新たに５名が、令和元

年８月２１日から追加選任をされております。 

 以上で、長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告といたします。 

○議長（小川 廣康君）  報告が終わりました。 

 これから、報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 暫時休憩いたします。再開を１１時５分からといたします。 
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午前10時50分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時02分再開 

○議長（小川 廣康君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．承認第９号 

○議長（小川 廣康君）  日程第９、承認第９号、専決処分の承認を求めることについて（令和元

年度対馬市一般会計補正予算（第２号））を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、有江正光君。 

○総務部長（有江 正光君）  ただいま議題となりました承認第９号、専決処分の承認を求めるこ

とについて、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 本案は、令和元年度対馬市一般会計補正予算（第２号）を、去る７月２２日付で地方自治法第

１７９条第１項の規定により、専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求めるものでございます。 

 今回の補正は、７月２０日に本市に 接近した台風５号による災害復旧費対策等に係る経費を

計上するものでございます。 

 公共施設などの被害状況は、別途参考資料をお配りしておりますとおり、農業用施設３３件、

林業施設４５件、漁港施設３件、市道７０件、河川４５件、文教施設４件、その他施設１３件と

なり、その復旧に係る経費が概算で約２億５,０００万円となっております。そのうちの応急措

置、仮復旧等に係る経費につきまして補正予算の専決処分をいたしました。 

 予算書３ページをお願いいたします。 

 第１条、第１項歳入歳出予算の補正でございますが、令和元年度対馬市一般会計補正予算（第

２号）は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９,９９０万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３１０億７,９９０万円とするものでございます。第２項歳入歳出予算の

補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は４ページから

５ページの第１表歳入歳出予算補正によるとするものでございます。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について御説明いたします。 

 ８ページをお願いします。 

 まず、歳入でございますが、１０款地方交付税は、普通交付税を９,９９０万円追加しており

ます。 

 次に、歳出でございます。 

 １０ページをお願いいたします。 
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 １１款災害復旧費、１項農林水産施設災害復旧費は２,８６２万２,０００円、２項公共土木施

設災害復旧費に６,２２４万５,０００円、３項文教施設災害復旧費に３１５万１,０００円を、

４項その他の災害復旧費に５８８万２,０００円を計上しております。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。御審議の上、御承認くださいま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は委員会付託を省略したいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は委員会への付託を省略することに決定をい

たしました。 

 これから討論、採決を行います。 

 承認第９号、専決処分の承認を求めることについて（令和元年度対馬市一般会計補正予算（第

２号））について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり承認されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１０．報告第４号 

日程第１１．報告第５号 

日程第１２．報告第６号 

日程第１３．報告第７号 

日程第１４．報告第８号 

日程第１５．報告第９号 

日程第１６．報告第１０号 

○議長（小川 廣康君）  日程第１０、報告第４号、平成３０事業年度公益財団法人厳原愛育会経

営状況報告についてから日程第１６、報告第１０号、平成３０年度対馬市健全化判断比率及び資

金不足比率報告についてまでの７件について報告を求めます。総務部長、有江正光君。 
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○総務部長（有江 正光君）  ただいま一括議題となりました報告第４号から報告第１０号までの

７件につきまして、提案理由とその内容を御説明申し上げます。 

 報告第４号から報告第９号までの経営状況報告につきましては、地方自治法第２４３条の３第

２項の規定により、その経営状況を議会に報告するものでございます。 

 資料は、別冊となっておりますのでよろしくお願いいたします。 

 まず、報告第４号、平成３０事業年度公益財団法人厳原愛育会経営状況報告についてでござい

ます。 

 平成３０年度の運営は佐須へき地保育所及び豆酘へき地保育所の２園でございますが、平成

３１年３月３１日付、豆酘へき地保育所を休園いたしましたので、現在は佐須へき地保育所１園

のみの運営を行っております。 

 次に、報告第５号、平成３０事業年度株式会社まちづくり厳原経営状況報告についてでござい

ます。 

 まちづくり厳原は、平成１８年１０月、対馬市交流センター開設以来、同センターのテナント

管理、交流センター駐車場の管理運営、交流センターにおける施設管理などを主な業務として行

っております。 

 次に、報告第６号、平成３０事業年度一般財団法人対馬市農業振興公社経営状況報告について

でございます。 

 本公社は、峰町に本所を置き、美津島町、上県町に事業所を配置し、対馬市の農業の活性化を

図り、事業を展開しております。主な事業として、農作業等の受託、水稲、ソバなどの栽培事業、

畜産経営、堆肥などの生産・販売を行い、指定管理によるそば道場、対馬ふるさと伝承館の管理

運営などを行っております。 

 次に、報告第７号、平成３０事業年度一般財団法人対馬地域商社経営状況報告についてでござ

います。 

 本商社は、旧豊玉町振興公社の事業を引き継ぐとともに、商社機能を付加し、対馬の地域資源

を生かした島内外の流通促進や販路拡大に取り組み、対馬産品の需要拡大をもって市政の発展、

振興に寄与していくための事業を行っております。 

 次に、報告第８号、平成３０事業年度公益財団法人対馬栽培漁業振興公社経営状況報告につい

てでございます。 

 本公社は、対馬海域の沿岸漁業の振興発展に寄与するため、公益事業として、アワビ、赤ウニ、

サザエの種苗の生産事業などを行い、安定的な確保・供給に努めております。 

 次に、報告第９号、平成３０事業年度一般財団法人対馬市国際交流協会経営状況報告について

でございます。 
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 本協会は、対馬と海外諸国との友好親善と地域国際化の推進を目的とし、国際交流及び国際協

力に関する事業を展開しております。主な事業としては、韓国国内における対馬の総合窓口とし

て釜山広域市に対馬市事務所を設置し、韓国での観光ＰＲ事業、添乗員旅行社研修事業、各種交

流事業などに対する連絡調整、通訳などを行っております。 

 以上、６法人につきましての経営状況報告でございます。これらの経営状況報告の質疑につき

ましては、それぞれ担当部長が対応いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、報告第１０号、平成３０年度対馬市健全化判断比率及び資金不足比率報告につい

て御説明いたします。 

 議案書１９ページをお願いいたします。 

 本案は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に

より、議会へ報告するものでございます。 

 財政健全化の判断は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の

４つの指標を用います。 

 実質赤字比率は、一般会計などを対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率であり、実

質収支が赤字でないため数値はございません。 

 次の連結実質赤字比率は、全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率であり、

連結実質収支が赤字でないため数値はございません。 

 次の実質公債費比率は、一般会計などが負担する借入金の元利償還金及び公営企業会計に対す

る繰出金のうち元利償還金相当分の標準財政規模に対する比率であり、６.６％でございます。 

 次の将来負担比率は、一般会計などが将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比

率であり、１７.９％でございます。 

 また、次表の資金不足比率につきましては、公営企業会計におきまして、資金の不足がないた

め数値はございません。 

 健全化判断比率の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率のいずれ

かが早期健全化基準以上の場合は、早期健全化団体、さらに実質赤字比率、連結実質赤字比率、

実質公債費比率のいずれかが財政再生基準以上の場合は、財政再生団体となります。 

 本市の健全化判断比率は、これらの数値をいずれも下回っているため、財政状況は健全段階に

あるといえます。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  報告が終わりました。 

 これから７件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第４号から報告第１０号までの報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１７．対馬市教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告 

○議長（小川 廣康君）  日程第１７、対馬市教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及び

評価の報告を行います。教育部長、阿比留裕史君。 

○教育部長（阿比留裕史君）  日程第１７、平成３０年度対馬市教育委員会の事務の管理及び執行

の状況の点検、評価報告について御説明させていただきます。 

 点検・評価報告書の４ページをお開きください。 

 教育委員会の責任体制の明確化を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

２６条の規定により、教育委員会は教育に関し学識経験を有する者の知見を活用し、毎年、その

権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を行い、その結果に関する報告

書を作成し、議会に提出するとともに公表しなければならないとされております。 

 教育委員会では、対馬市教育方針を柱とし、市の総合計画に沿った組織目標を立て、具体的な

事務事業に取り組み、各事務事業が効率的、有効的に実施されているか自己点検及び評価を行い、

その報告書を作成いたしました。 

 教育に関し学識経験を有する方の知見の活用については、３名の方に依頼し、所見をいただい

ております。 

 評価できる点として、教育機関との連携、表彰の実施、広報活動、各種教職員研修の開催、Ｉ

ＣＴ教育の整備推進、日本の宝しま交流支援事業など体験学習の充実、文化財の指定、普及活用

などについての一定の評価をいただいております。 

 一方、改善を要する点として、対馬市教育基本計画と各課の事業執行に関し、点検項目を改善

し、計画との整合性を図り、評価コメントを具体化すれば、目標に向けた取り組みも具体化でき

るのではないかという点。点検評価の時期と事業執行にタイムラグがあり、指摘が直ちに反映さ

れない点。また、市長部局との連携調整、芸術文化活動の拡充、公民館、図書館等の利活用など

の改善が必要との御意見をいただいております。 

 いただいた所見を真摯に受けとめ、課題や今後の取り組みの方向性を再考し、より一層市民の

皆様に信頼される効率的な教育行政の推進に努めてまいりたいと考えております。 

 なお、５ページから１３ページに学識経験者の所見として、評価できる点、改善を要する点を

記載し、１４ページ以降に教育委員会の活動及び管理執行事務、教育委員会事務局の執行事務の

項目別の活動内容及び点検・評価コメントを記載しております。 

 以上、教育委員会の点検・評価報告書の説明とさせていただきます。 
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○議長（小川 廣康君）  報告が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  報告いただいた件について何点か確認をしたいと思います。 

 まず、４ページのところで評価すべき点というのは、部長のほうから説明があったとおり、昨

年、あるいはその前からいろんな反省点を踏まえて改善された項目というのがありまして、評価

すべきだと思います。これは、特に学識経験者の方々から、そういう所見の中にそういうことが

含まれておりました。私も特に気がついてよかったなと思ったのは、教育委員会だよりとして市

の広報誌の中で取り上げられたこと、これはやはり広報紙を見る方は結構多いので、教育委員会

の仕事を理解いただくのには効果的なことだろうと思います。 

 それから、フリースペースみちしるべから、市の教育支援センターとして市が直接運営に当た

るということで、このことも評価すべきことだと思います。 

 ただ、これからの運営については、まだいろいろと始まったばかりですから、まだ課題もある

かと思いますけど、それを評価したいと思います。 

 それから、学校教育関係の中で、教科等指導員制度というのは、これ県の教育委員会の仕事と

して動いていたんですね。これ県教委がこのことを今年度からやめるということになって、教科

指導、先生方の指導力の向上という点で懸念されていたんですけども、対馬市は市独自でこれを

運営されるということは、大変結構なことかと思います。それで継続していただけるということ

は現場の先生方の指導力向上にありがたいなと思います。 

 それから、教育委員会表彰も始まったということです。そのこともやはり教育委員会の業務、

それからいろんな分野で、文化面も含めていろんな分野で活躍してある方々を生かせるというの

は、市民に広くまた教育委員会の仕事を理解していただく上で必要じゃないかなと思います。 

 その中で、ほかに改善すべき点というのが部長からも説明がありましたけども、この中で６点

ほどちょっと確認、お尋ねをしたいと思います。 

 まず 初に、総合教育会議の件ですけども、この回数、昨年、３０年度は１回しか開催ができ

なかったということがありました。このことについては、今までも回数とか内容とかについては、

議会の中でも取り上げられたこともありますし、本年度、３０年度が１回で終わったということ

については、ちょっと残念だと思います。これ学識経験者の方々のコメントもそうです。１回の

会議開催は残念であるということとなっております。このことは、やはり教育委員会と市長部局

の連携ということは、教育行政の推進には欠かせないことですから、１回だけだったということ

を踏まえて、今後どのように開催を、そして内容充実も含めて考えてあるか、お考えをお聞かせ

ください。 

 それから２番目はＩＣＴ教育の充実ということです。これもタブレットを中心とした機器を入
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れていただいて、現場で活用が始まっていると思います。ただ、その現場での活用の状況という

のが、教育委員会で多分学校現場の状況を分析されて、そして今後どういうふうに活用するかと

いうことを策を練ってあると思うんですが、そのあたりの現状把握と分析です。今後、どういう

ふうなことに力を入れていくか、職員の研修を含めて、そのあたりについての実情をお聞かせく

ださい。 

 それから、不登校児童生徒への対応ということで、先ほど教育支援センターが動き始めたとい

うことですけども、不登校児童生徒が一向に減らないというのは聞いておりますけども、この報

告の中では具体的に実態としてどれくらいの数がおるのかとか、それで、そのあたりについても

具体的な報告ができればお聞かせください。 

 それから、文化財の保護関係では、ちょっとここ従来、何年間か、いわゆる専門的職員です。

学芸員等を充実が言われているんですけど、また、今回も同じようなことが上がっておりました

けど、将来の方向性を含めて、今の体制で大丈夫なのかということをお尋ねしたいと思います。 

 それから、報告の中になかったんですけども、昨今よく言われている教師の働き方改革につい

ても、多分教育委員会では現場への指導してあると思うんですが、そのあたりは口頭でも結構で

すので、少し状況をお聞かせ願えたらと思います。 

 それから、学力の充実というのがずっと市の教育委員会、継続的に重点目標として取り上げら

れてあるのですが、この学力調査についてもこの報告の中には一切触れてありませんでした。そ

れで、対馬の状況がどのような状況になっているのか、全国、あるいは県の調査が２つあるとい

います。このあたりについてもちょっと報告いただけたらと思います。 

 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  総務部長、有江正光君。 

○総務部長（有江 正光君）  教育委員会自己点検評価報告に係りまして、改善項目で報告がされ

ておる総合教育会議の今後の運営方針ということの質問だというふうに理解しております。 

 今、小島議員御指摘の連携という意味合いから１回の会議では少ないんじゃないかと、その会

議をふやしていくのがいいんじゃないかと、今後の方針はということでございますが、昨年度も

同様な質問をいただきまして、そのときは教育長のほうから、２回程度が適当じゃないかという

ふうに考えておりますというような答弁があったというふうに理解をしております。 

 教育行政と市長の連携という意味では、非常に大事な場ということで、総務部としても認識を

しております。 

 ただ、お二方の日程調整がなかなかうまくいかないというのが１つのネックにもなっておりま

すし、１回の開催でございますが、その時々、市内で捉えた問題、課題等を教育委員会と協議を

しながら、そういう議題に上げておりますし、その時間の中で許せば、その他の項目についても
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教育委員を交えて意見交換を行っておりますし、また１回でいいというふうには当然考えており

ませんし、先般も埼玉県の川口市で心配される事件というか、報道がございました。教育委員会

の中でも、今、不登校というお話が出ましたが、世の中で言われているいじめイコール不登校と

いうような状況ではないようだというような意見等もその会議の中であっておりますが、現実は

なかなかそうでもないのかなと。問題はどこにあるのかなということで、その点を掘り下げてい

く上でのやはり今後、この会議の位置づけというのが、それは重要になろうかと思いますので、

冒頭、教育部長が報告されましたとおり、外部評価委員の御意見を真摯に受けとめまして、小島

議員の御意見は要望として承り、引き続き教育委員会と連携しながら、有意義な会議の運営に努

めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（小川 廣康君）  教育長、永留和博君。 

○教育長（永留 和博君）  ＩＣＴの活用状況についてですけれども、もちろん日ごろの授業の中

で使われているというのが中心ですが、例えば、理科の実験なんかでは、カメラで動画撮影をす

ることによって、何度でも確認ができる、そういう使用をされているであるとか、音楽では、自

分の歌う歌を録画して自己評価が可能になったりしておりますし、体育などでは、鉄棒や跳び箱

の様子を動画撮影して、それを再生することによって自分のそういう直すべきところ等を確認す

ることができるというふうな活用例等を耳にしております。 

 授業中だけではなくて、校外学習であるとか、家庭学習であるとか、または修学旅行などの学

校行事等でも幅広く活用されているようです。 

 研修につきましては、昨年の５月にタブレット等を導入したわけですけれども、５月以降、昨

年度だけで８回研修会を実施しております。 初のほうはもちろん初歩的な操作であるとか、シ

ステムの説明等が主でしたけれども、後半には製造メーカーであるとか、ソフト開発事業者を招

いての実践的な授業等についての研修等を行っております。 

 今後、今年度中にもっと具体的に各学校の実践を教育委員会のほうで収集をしまして、それを

再度各学校に還元することによって、そういうタブレット等の使用に関する方法等を広めていき

たいなというふうに考えているところです。 

 それから、不登校に関してですけれども、きょうちょっと資料を持ってきておりませんけれど

も、不登校、現在も小学生で七、八名程度、中学生で３０名前後の不登校児童生徒がおります。

不登校対策として、スクールカウンセラーであるとかスクールソーシャルワーカー、それから今

年度立ち上げました教育支援センター等によって、できるだけ子供たちの悩みであるとか、心の

開くであるとか、そういうふうな取り組みを進めているところです。これがなかなか減少に転じ

ませんけれども、各学校でも相談活動を中心としながら、今後も取り組みを進めていきたいとい
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うふうに考えます。 

 それから、文化財課の職員数でしたか。文化財関係、学芸員の補充についてですけれども、確

かに現在３名の学芸員でこの広い対馬の中で業務を進めているわけですけれども、学芸員を初め、

文化財課の職員には大変苦労をかけているというふうに認識はしておりますけれども、対馬市全

体の職員数の関係もありまして、なかなかふやすことができません。 

 ただ、今後、博物館が建設をされますので、博物館事務局とも事業の業務のすみ分け等も検討

をしながら、そういう博物館の学芸員、文化財課の学芸員、そこらあたりも今後また検討する必

要があるかなというふうには考えております。 

 それから、働き方改革ですけれども、全国的に教員の超勤が問題になっておりますが、大体、

対馬市内において月８０時間以上の超勤を、超過勤務をしている教職員の数が大体２割程度、そ

して、文科省が出しましたガイドラインであります月４５時間以上になりますと６割程度の教職

員が超過勤務をしている実態があります。できるだけそういう業務の効率化を図るために、この

９月から統合型の校務支援システムを全校に入れていただきました。私たちも校長会等と相談を

しながら、教員のこの働き方改革については、これをしたらできるというのがなかなか見つけ切

りませんけれども、できるところから１つでも２つでも改革をしていきたいというふうに考えて

おります。 

 それから、学力調査に関しましては、ことし５年生と中学２年生がやりました県の学力調査に

おきましては、県の平均を上回っておったわけですけれども、小学校６年、中学校３年で行われ

た全国学力調査におきましては、県及び全国を下回っております。 

 私たちは学力の定着向上というのは学校教育の中心課題であるということで、いろんな研修会

等を通じたり、または、その学力調査の結果をもとにした分析等をして、学力向上のプラン等を

策定をし、日々努力をしていっております。これは不登校もそうですけれども、学力向上も一朝

一夕にできるものではありませんので、今後も努力を積み重ねていきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  報告の文章だけではわからない実態というのもお知らせいただい

たので、それが今後の教育行政や、あるいは市の行政の中で生かされることを望みたいと思いま

す。 

 それで、総合教育会議については、総務部長から報告があったんですけど、このことについて

は、やはり市長部局のほうでもう少し捉え方というか、認識を深めていただきたいというか、そ

ういうのがあります。 

 ここに学識経験者の方々が所見をつけられたことを読み上げてみたいと思います。「総合教育
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会議は、市長権限事項や教育委員会権限とともに、教育に関して市長と直接意見交換ができる重

要な会議である。教育行政は、人、物、事、予算のバランスがとれてこそ、その充実発展が期待

できる」これは、去年もあった、ここの部分は同じような所見がついていました。そして、その

後、「ことしは市長部局主催の会議であり、日程調整がつかず、１回の開催は残念である」とい

うことがなっています。 

 やはり、１回というのは、やはり総務部長も言われたように、これは極端だと思います。そし

て、その時期とか内容についても、去年、総務部長答弁というか、お答えをされたんですけど、

そのことをもう一回よく読み直していただきたいと思うんです。法令とか、総合教育会議の運営

の仕方については、国のほうからも要綱とか法令、要綱出ていまして、やはりもっと重要視して

いただきたいなというふうに思っています。 

 特に、外部の学識経験者の方が言われている所見、つけ加えますと、予算編成権のない教育委

員会がふだんできない教育行政の課題や展望を伝え実現させるためにも、事業検討時期や予算編

成前、人事異動前など、開催時期や回数の見直しをしてほしいという具体的な指摘があっていま

す。予算についてもでき上がった２月末の総合教育会議では、具体的に予算が生きてこない。だ

から、やはりそのあたりのことを十分踏まえて時期設定も年度当初によく教育委員会と御相談い

ただいて、１回だけで終わるようなことがないということを強く要望をしておきたいと思います。 

 それから、教育委員会のほうからお話があった、ＩＣＴ教育については、教育長のお答えがあ

ったとおりで、現場で活用していただくことが肝心ですから、研修会も行われているし、そして、

やはり１年目、どういい点があったのか、どういう点がまだ足りないのかということをしっかり

全市的に分析した上で、そして現場の先生方は、もう少しこういう面をという声も多分教育委員

会に届いていると思います。だから、今、何か教育研究会のほうに委託されて、それを分析して

あるらしいです。だから、その現場の声を十分生かしていただきたいなと思います。 

 それから、不登校については、数はちょっと減らないという現実を大変苦しいんですけども、

このことについてはカウンセラーとかいろんな方々の手も入っていますけど、フリースペースに

もいけない。今、新しい組織になっても、そこにも出ていけない子供もいるというふうに聞いて

います。だから、やっぱり人手をかけて、家庭訪問されたり、あるいは外に連れ出すような何か

レクリエーション的なこととか、そういうことでやはり人とのつながりが持てるように、ぜひ個

別それぞれ条件違うと思いますけど、お願いをしたいと思います。 

 それから、働き方改革は、具体的に今おっしゃったけど、やはり先生方の多忙さというのが具

体的な数字で今言われましたけど、やはりこれは国・県の動向もありますけども、対馬市の場合

は少人数の教職員で大変頑張ってあるんです。そうしないと学校は保てないんですけど、そのあ

たりを何かサポートする手立てというのが、ぜひ考えていただきたいなと思います。 
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 それから、学力調査については、いい年もあるし、マイナスのときもあるんですけど、やはり

そのあたりの今は公表しないということですけど、対馬市全体としては、やはり公表していただ

いたほうがいいんじゃないかと僕は思うんです。学校別とか、個別は公表する必要はないと思う

んですけれど、対馬市はこういうレベルですよ。だから、御家庭や地域にも、こういうことでお

願いをしたいということを呼びかけたほうがいいんじゃないかなというふうに感じました。 

 それから、学芸員の件は、やはりこれは市長部局のほうに人的な配置はお願いしなきゃいけな

いんですけど、学芸員は博物館との関係もありますけども、やはり文化財の保護、そして観光へ

生かすということになると、専門的な職員がいないと、事が進まないということを聞いています。

そして、特に博物館との関連では、歴史文化的な学芸員だけでなくて、自然科学系の学芸員もぜ

ひ欲しいということを、そういう声を現場から聞いています。ぜひ自然科学系の学芸員の方も配

置できる体制を博物館の組織づくりとあわせて御検討いただきたいということをお願いして終わ

りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで教育委員会の報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１８．認定第１号 

○議長（小川 廣康君）  日程第１８、認定第１号、平成３０年度対馬市一般会計歳入歳出決算の

認定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、有江正光君。 

○総務部長（有江 正光君）  ただいま議題となりました認定第１号、平成３０年度対馬市一般会

計歳入歳出決算の認定については、地方自治法第２３３条第３項の規定により別紙監査委員の意

見書を添えて議会の認定を求めるものでございます。 

 決算の概要説明につきましては、別冊の主要な施策の成果説明書をもって省略をさせていただ

きます。 

 決算内容の質疑につきましては、それぞれ、担当部長が対応いたします。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わります。御審議の上、認定賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、議長を除く全議員を委員とする決算審査特別委員会を設置し、これに

付託して審査することにしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は、議長を除く全議員を委員とする決算審査

特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定をいたしました。 

 正副委員長互選のため、決算審査特別委員会を議員控室に招集をいたします。 

 暫時休憩いたします。 

午前11時47分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時54分再開 

○議長（小川 廣康君）  再開します。 

 報告します。決算審査特別委員会の委員長に小島德重君、副委員長に齋藤久光君が決定をいた

しました。 

 暫時休憩いたします。昼食休憩といたします。再開を１時ちょうどといたします。 

午前11時55分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後０時59分再開 

○議長（小川 廣康君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１９．認定第２号 

日程第２０．認定第３号 

日程第２１．認定第４号 

日程第２２．認定第５号 

日程第２３．認定第６号 

日程第２４．認定第７号 

日程第２５．認定第８号 

○議長（小川 廣康君）  日程第１９、認定第２号、平成３０年度対馬市診療所特別会計歳入歳出

決算の認定についてから、日程第２５、認定第８号、平成３０年度対馬市集落排水処理施設特別

会計歳入歳出決算の認定についてまでの７件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、有江正光君。 

○総務部長（有江 正光君）  ただいま一括議題となりました認定第２号、平成３０年度対馬市診
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療所特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第３号、平成３０年度対馬市国民健康保険特別

会計歳入歳出決算の認定について、認定第４号、平成３０年度対馬市後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定について、認定第５号、平成３０年度対馬市介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定について、認定第６号、平成３０年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、認定第７号、平成３０年度対馬市旅客定期航路事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、認定第８号、平成３０年度対馬市集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、以上７件の決算につきましては、地方自治法第２３３条の第３項の規定により、別紙監査

委員の意見をつけて議会の認定を求めるものでございます。 

 決算の概要説明につきましては、別冊の主要な施策の成果説明書をもって省略させていただき

ます。 

 また、決算内容の質疑につきましては、それぞれ担当部長が対応いたします。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。御審議の上、認定賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。 

 これから、７件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２６．認定第９号 

○議長（小川 廣康君）  日程第２６、認定第９号、平成３０年度対馬市水道事業会計決算の認定

についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。水道局長、波田安徳君。 

○水道局長（波田 安徳君）  ただいま、議題となりました認定第９号について御説明いたします。 

 認定第９号、平成３０年度対馬市水道事業会計決算の認定については、地方公営企業法第

３０条第４項の規定により、監査意見書並びに事業報告書等、関係書類を添えて、議会の認定を

求めるものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、説明をおわります。 

 御審議の上、御認定賜りますようお願いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 
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 認定第２号から認定第９号までの８件は、配付しております決算審査付託表のとおり、所管の

常任委員会に付託をいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２７．議案第３６号 

○議長（小川 廣康君）  日程第２７、議案第３６号、令和元年度対馬市一般会計補正予算（第

３号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

○総務部長（有江 正光君）  ただいま議題となりました議案第３６号、令和元年度対馬市一般会

計補正予算（第３号）について、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 このたびの補正は、平成３０年度に取りまとめました対馬市木質バイオマスエネルギー導入計

画に基づき、対象施設を絞った木質バイオマスボイラーの導入と、熱の供給体制構築に向けた調

査など２,３００万円。有害鳥獣駆除事業補助金の増額３,５２０万円。神話の里自然公園への公

衆トイレ新設５,６７７万６,０００円。７月に発生した台風５号などによる災害復旧事業１億

５,０３７万円の計上が主なものでございます。 

 予算書の３ページをお願いします。 

 第１条第１項歳入歳出予算の補正でございますが、令和元年度対馬市一般会計補正予算（第

３号）は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億４,３４０万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３１３億２,３３０万円とするものでございます。 

 第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分、及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、４ページから６ページにかけての第１表歳入歳出予算補正によるとするものでご

ざいます。 

 第２条継続費の補正でございますが、８ページ、９ページに記載します第２表継続費補正によ

るとするもので、厳美清華苑施設改修事業の追加、博物館建設事業の総額及び年割額の変更でご

ざいます。 

 第３条債務負担行為の補正でございますが、債務負担行為の追加を８ページ、９ページに記載

します第３表債務負担行為補正によるとするものでございます。 

 第４条地方債の補正でございますが、地方債の追加及び変更を１０ページ、１１ページの第

４表地方債補正によることとし、地方債の限度額を３７億７,９８０万円とするものでございま

す。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について、その主なものを御説明いたします。 

 １６ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、９款地方特例交付金は、子ども・子育て支援臨時交付金を
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２,９２５万８,０００円計上、１０款地方交付税は、普通交付税を７,８１８万円追加、１２款

分担金及び負担金は、保育所入所負担金を２,３９５万５,０００円減額など、１３款使用料及び

手数料は、幼稚園使用料を５３０万５,０００円減額、１４款国庫支出金１項国庫負担金でござ

いますが、１目民生費国庫負担金は、施設型給付費負担金を１,２８９万３,０００円追加、４目

災害復旧費国庫負担金は、道路及び河川の災害復旧事業負担金で５,６８０万円の増額としてお

ります。 

 １８ページをお願いいたします。 

 ２項国庫補助金でございますが、６目土木費国庫補助金で、国の内示に伴う社会資本整備総合

交付金２億１,６２７万３,０００円減額など、合計２億１,００５万１,０００円の減額となって

おります。 

 １５款県支出金でございますが、１項県負担金は、施設型給付費負担金１７２万１,０００円

を追加、２項県補助金１目総務費県補助金で、地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金の追

加などにより２２４万円増額、４目農林水産業費県補助金、強い農業・担い手づくり総合支援交

付金１,４６４万４,０００円、合板・製材生産性強化対策事業費補助金９８８万８,０００円の

計上など。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 ９目災害復旧費県補助金は、農地農業用施設及び林業施設の災害復旧費事業補助金で、

１,４３０万円を計上。 

 １９款繰越金は、前年度剰余金２億４,４３６万３,０００円を追加。２０款諸収入は、二酸化

炭素排出抑制対策事業費等補助金２,３００万円の計上など、２,７６２万７,０００円の増額と

しております。 

 ２１款市債でございますが、対象事業費の増減及び臨時財政対策債の減により１,２４０万円

の減額としております。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。なお、歳出につきましては、別途参考資料をお

配りしておりますので、後ほど御参照ください。 

 予算書の２４ページをお願いいたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費でございますが、１目一般管理費は会計年度任用職員制度対応の

ための電算システム改修委託料５０１万６,０００円の計上など、５３７万８,０００円を追加。

４目会計管理費は、収入印紙及び収入証紙購買基金繰出金１００万円を計上。５目財産管理費は、

旧鴨居瀬保育所解体工事に伴う近隣地事前調査経費４００万円、殿崎公園公衆トイレ水道引き込

み工事費２９７万円など１,２１４万円を追加。７目企画費は、ＣＡＴＶ施設の修繕料、委託料

など４,７６４万６,０００円を追加。 
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 ２６ページをお願いいたします。 

 ２項微税費は、土地・家屋鑑定評価委託料１,５７６万９,０００円の追加など。 

 ３款民生費でございますが、１項社会福祉費は１目社会福祉総務費で、学習支援扶助費

１５０万６,０００円の追加などにより２３９万６,０００円の追加としております。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 ２項児童福祉費は、２目児童福祉施設の施設型給付費１,９６３万１,０００円の追加などによ

り２,０６５万９,０００円の追加としております。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費でございますが、１目保健衛生総務費で健康管理電算システム改

修委託料１４１万９,０００円の計上など。 

 ６款農林水産業費でございますが、１項農業費は３目農業振興費で、強い農業・担い手づくり

総合支援交付金１,９１２万９,０００円の計上などでございます。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 ２項林業費は、２目林業振興費の木質バイオマスエネルギー導入計画事業２,３００万円の計

上。有害鳥獣駆除事業補助金３,５２０万円の追加など。３項水産業費は、２目水産業振興費の

漁業用燃油高騰対策事業補助金１,６６８万１,０００円の追加などでございます。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 ７款商工費、１項商工費でございますが、３目観光費の観光トイレ整備事業で、工事監理委託

料２１１万９,０００円、工事費５,４６５万７,０００円の計上。県内離島への観光客誘客拡大

等を目的とした地域社会維持推進交付金事業の負担金５７０万８,０００円の追加でございます。 

 ８款土木費でございますが、３４ページをお願いいたします。 

 ２項道路橋りょう費は、３目道路新設改良費及び４目橋りょう費で、国庫補助金の内示による

事業費の減額が主なものでございます。３項河川費は、内山川河川改修に係る測量調査設計委託

料１,０００万円の追加。 

 ３６ページをお願いいたします。 

 ４項港湾費は、２目港湾建設費で、厳原港国際ターミナルビル改修事業のための調査委託料

１００万円の追加。 

 ９款消防費、１項消防費は、４目防災対策費で厳原本川流域のハザードマップ作成委託料

５６０万８,０００円などの計上でございます。 

 １０款教育費でございますが、２項小学校費は、１目学校管理費で施設の修繕料１８２万

４,０００円の追加。 

 ３８ページをお願いいたします。 

 維持補修等に係る設計委託料２６８万９,０００円の追加。工事費１,５８６万４,０００円の
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追加。３目学校建設費で、小学校トイレの洋式化に係る設計委託料７３０万２,０００円などの

計上でございます。 

 ３項中学校費は、２目教育振興費で、浅海中学校の豊玉中学校への統合に伴うスクールバスの

購入に係る経費の計上。３目学校建設費は、中学校トイレの洋式化に係る設計委託料２９１万

８,０００円の計上でございます。 

 ４０ページをお願いいたします。 

 ５項社会教育費は、４目博物館建設費の事業費の増額が主なものでございます。 

 ６項保健体育費は、２目体育施設費で上県町総合運動公園竣工認可に係る測量委託料１,４１１万

円の計上。 

 ４２ページをお願いいたします。 

 １１款災害復旧費でございますが、７月に発生しました台風５号によります災害復旧費の計上

が主なものでございます。 

 １項農林水産施設災害復旧費は、６,４３２万円の追加など、２項公共土木施設災害復旧費は

８,１９５万円の追加、３項文教施設災害復旧費は３００万円の追加でございます。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 ４項その他の災害復旧費は、１１０万円を追加しております。 

 なお、４６ページ、４７ページに補正予算給与費明細書を添えてございますので、御参照方よ

ろしくお願いいたします。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議くださいますよ

うお願いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。１４番、初村久苻君。 

○議員（１４番 初村 久苹君）  ちょっと土木費について伺いたいと思います。 

 土木費、建設事業費関係が、今回も減額をされておるわけですけど、これどういうわけでこう

いうふうになるものか。それと、繰越明許費が結構３９億ぐらいあるわけです、前年度のです。

その関係で、仕事がスムーズに行かんから減額されるものか。そこのところ、ちょっと説明をお

願いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  建設部長、小島和美君。 

○建設部長（小島 和美君）  初村議員の質問にお答えいたします。 

 今回、内示減で、かなりの減額処理をさせていただいております。 

 原因については、明確な部分はございませんけど、申されましたその繰り越し増が原因じゃな

いかというような御質問ですけど、繰り越しによるそういうことはまず関係ございません。 
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 県内見ましても、同等の、例えば離島の五島であったり壱岐であったり、同じような事業をし

ているんですけど、同様に採択率が４０％から２５％程度ということで、かなり低い内示率とな

っております。 

 以上でございます。 

○議長（小川 廣康君）  １４番、初村久苻君。 

○議員（１４番 初村 久苹君）  繰り越しは関係ないということでございますか。そうしたら、

何でこういうふうに減額を、毎年毎年ですよね、これ、要望、陳情が足らんとじゃないですか、

まっとう。そこんとこはどうですか。それも関係ないですか。それでは今後、これじゃあ毎年毎

年こういうふうで減額、何億もされおったら事業も進んでいかんと思うわけですたい。まっとう、

やっぱり皆さんも、市長もえらいでしょうけど、やっぱり国・県あたりに陳情をしていかんとで

きんのじゃないですか。 

○議長（小川 廣康君）  建設部長、小島和美君。 

○建設部長（小島 和美君）  まず、要望のほうですけど、毎年１１月に対馬市のいろんな事業の

関係がございますけど、それを一括して、その中でも市道関係の予算要求についても県のほうに

はしっかり要望しております。 

 それと、 近の動向ですけど、御存じのように防災、減災、国土強靭化ということがうたわれ

ているんですけど、今後そういった社会資本総合整備事業においてもその各自治体において国土

強靭化地域計画というものを策定して、そういった対馬市島内の道路、港湾、そういった公共施

設のあり方、強靭化についてのそういう地域の計画をつくった中で、今後はそういう予算獲得に

向けてアピールしていくように、ただいま準備をしているところでございます。 

○議長（小川 廣康君）  １４番、初村久苻君。 

○議員（１４番 初村 久苹君）  わかりました。できるだけ、やっぱり要望、陳情は必要だと思

うわけです。やっぱり、このままずっと減額されていきよったんじゃ、これいつまでたっても道

路も先には進みません。 

 先ほど、国土強靭化の話が部長からありましたけど、これもやっぱり、これは二、三年前から

できてる事業だと思うわけです。この問題、今まで対馬市は取りかかっていないというような状

況でございますので、早急にしていかねば、もう来年、再来年からまたどうなるかわからんわけ

です。ちゃんと計画を立てて、その委員会でも立ち上げて、そこはもう進めてもらいたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  ほかに。５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  ６款２項２目の木質バイオマスエネルギー導入計画事業について
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お尋ねをしたいと思います。 

 平成３０年度に取りまとめた、対馬市木質バイオマスエネルギー導入計画に基づき、具体的に

施設を絞った木質チップボイラーの導入と、熱の供給体制構築に向け、調査等を実施しますとい

うふうな説明が、別紙資料のほうの説明でありました。 

 それで、これ平成３０年度に取りまとめたということについては、今まで本会議なり、あるい

は委員会なり、あるいは全員協議会なりで説明なり、報告なり受けた記憶がないんですけど、こ

のことの取り扱い、これがもとになって今年度また予算が計上されているんですけど、そのこと

を少し説明をしていただきたいなと思います。 

○議長（小川 廣康君）  農林水産部長、佐々木雅仁君。 

○農林水産部長（佐々木雅仁君）  小島議員の質問にお答えいたします。 

 先ほど、平成３０年度に策定されました木質バイオマス活用再生エネルギー導入計画というの

が説明があっていないということでございますが、前回の６月議会の折に、タブレットのほうに

計画策定の概要版を入れさせていただいております。ただ、説明についてはしておりませんので、

内容を見られて、またご不明な点があれば質問していただければと思います。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  昨年です、１,５００万の事業費がついて調査があったわけです

ね。計画がつくられたんですね。やはり、それならそのことは、やはり議会あるいは市民なりに、

こういうふうに１年間やった結果はこうですと、それを踏まえた上で、次なるステップに進むん

ですということをやっぱり明らかにしないと、これだけの説明で事を進めようとしたらいけない

んじゃないかと思うんです。 

 エネルギー関係については、以前２０１５年前後に分散型エネルギーインフラプロジェクトと

いうことで、１回調査をやりましたね。そのことの総括も、これ産建の委員会では白紙に戻しま

すというふうな、一応説明はありました。なぜ、それが白紙に戻ったかということは、口頭で当

時の部長から説明があったふうに記憶はしていますけど、いわゆるインフラのプロジェクトにつ

いての、白紙に戻すということについての流れからももう少しよく踏まえなきゃいけないんじゃ

ないかと。そして、昨年１年間１,５００万で計画を策定したということも、もう少し丁寧な説

明をした上で、委員会でもあった記憶ないんです。多分、１,５００万もかけたんだから、何ら

かの形で形になっていると思うんです。 

 それを踏まえた上で、今回のことについての、今度は具体的に場所を特定してとなっているか

ら、そのあたりのことについても予算計上をして進めるなら、もう少し丁寧な説明、委員会でさ

れるつもりかわかりませんけども、委員会には全員出ないわけですから、やっぱり全議員にその

あたり、もっとわかりやすい説明をすべきじゃないかと、その上で委員会で詳しい審議をすると
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いう形をとるべきだと思いますけどもいかがですか。 

○議長（小川 廣康君）  農林水産部長、佐々木雅仁君。 

○農林水産部長（佐々木雅仁君）  説明が足りなかったということでございますが、一応タブレッ

トのほうに載せておりましたので、そこで見られて何かあればと思っておりました。 

 今回の補正予算の件につきましては、その昨年度策定しました計画に基づきまして、ある程度

場所を絞って、以前はバイオマス発電に取り組みたいということで進んでおりましたが、バイオ

マス発電についてはまだ時期尚早じゃないかということで、まずはチップボイラーから進めてい

きたいということが、昨年度計画策定した概要でございます。 

 今年度予算につきましては、まずは湯多里ランドのチップボイラーの更新からやっていきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  今、一応、そういうふうに聞けば、少し流れがわかってきます。

そのあたりをやはり、タブレットの中に上げてあるのかどうかわかりませんけど、そこに上げた

だけではやっぱりいけないと思うんです。やはり、全員がおる場で、まずは全協なりで、今年度

１年間、３０年度やったことはこういうことになっていますということは、せめてやっぱり確認、

説明をすべきだと思うんです。そして、その上で具体的なことを進めるということで、次の予算

計上ということになっていくんじゃないかなと。 

 確かに、昨年の計画、まとめがタブレットで入れてあるということ、私はきょうになるまでわ

かりませんでした。そのあたりも、予算計上をするなら、こうして昨年度の計画はこうなってい

ますということは、一言つけ加えた上で予算説明をするなり、そして委員会ではどういう資料を

出しますということを言った上で計上すべきだというふうに思います。 

 一応、このエネルギー関係については、この２０１５年前後の計画については、鳴り物入りで

打ち上げたけども、いつの間にかうやむやで終わって白紙に戻したという前歴があります。それ

から、こういう大型の事業をするときに、例えば生ごみの問題にしても、生ごみを集めて処理す

るまではいいけども、これも堆肥化するという前提でやったけども堆肥化は難しいという現実が

ありますね。だからやっぱり、すごくこういう大きな仕事をする場合は、調査段階から慎重に進

めて、そして議会なり市民なりが納得いくような進め方をしていただきたいなということを要望

して、委員会で審議がなされることを期待をしております。 

 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



- 40 - 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 本件は、配付しております議案審査付託表のとおり、各常任委員会に付託をいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２８．議案第３７号 

○議長（小川 廣康君）  日程第２８、議案第３７号、令和元年度対馬市介護保険特別会計補正予

算（第２号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。福祉保険部長、古里正人君。 

○福祉保険部長（古里 正人君）  ただいま議題となりました、議案第３７号、令和元年度対馬市

介護保険特別会計補正予算（第２号）につきまして、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 今回の補正は、高額医療合算介護サービス費負担金並びに過年度分に係る支払基金交付金返還

金の追加補正でございます。 

 補正予算書の３ページをお願いいたします。 

 令和元年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによることを規

定し、歳入歳出予算の補正は、第１条第１項で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２,３０９万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９億９,２９３万

２,０００円とするものでございます。 

 第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、４ページから５ページの第１表、歳入歳出予算補正によるとするものでござい

ます。 

 次に、補正予算の内容につきまして、まず、歳入でございますが、予算書は８ページから

９ページをお願いいたします。 

 ３款国庫支出金から７款繰入金までは、高額医療合算介護サービス費の国・県及び市それぞれ

の負担割合に応じた補正を行うものでございます。 

 ８款繰越金は、昨年度の繰越金を計上いたしております。 

 次に、歳出でございますが、予算書は１０ページから１１ページをお願いいたします。 

 ２款保険給付費、５項高額医療合算介護サービス費、１目高額医療合算介護サービス費は、負

担金に見込み額の不足が生じたため、５５０万円を追加するものでございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金は、平成３０年度地域支援事業支援交付金に係る返

還金として、１,７５９万９,０００円を追加計上いたしました。 

 以上、提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。 
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 これから、質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、委員会への付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は、委員会への付託を省略することに決定い

たしました。 

 これから、討論、採決を行います。 

 議案第３７号、令和元年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第２号）について、討論はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２９．議案第３８号 

日程第３０．議案第３９号 

日程第３１．議案第４０号 

日程第３２．議案第４１号 

日程第３３．議案第４２号 

日程第３４．議案第４３号 

日程第３５．議案第４４号 

日程第３６．議案第４５号 

日程第３７．議案第４６号 

日程第３８．議案第４７号 

日程第３９．議案第４８号 

日程第４０．議案第４９号 

日程第４１．議案第５０号 

日程第４２．議案第５１号 

日程第４３．議案第５２号 

日程第４４．議案第５３号 
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日程第４５．議案第５４号 

日程第４６．議案第５５号 

○議長（小川 廣康君）  日程第２９、議案第３８号、消費税及び地方消費税の税率の改定に伴う

関係条例の整理に関する条例から、日程第４６、議案第５５号、対馬市消防団員の定員、任命、

給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例までの１８件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、有江正光君。 

○総務部長（有江 正光君）  ただいま議題となりました議案第３８号、消費税及び地方消費税の

税率の改定に伴う関係条例の整理に関する条例について、その提案理由と内容について御説明を

申し上げます。 

 新旧対照表３ページから５２ページをごらんください。 

 来る１０月１日をもって、消費税率が１０％に引き上げられることに伴い、その対象となりま

す公の施設の使用料等の改定を行うものであります。 

 これは、平成２４年改正消費税法において定められたものであり、同法において１０％への引

き上げを平成２７年１０月としておりましたが、現在まで２回延期されてきたものであります。 

 本市は、平成２６年４月の８％への引き上げ時には、サービス利用の実態が通年で、かつ市民

全体に及び、事業者においても消費税の納付が多額となる水道使用料、ＣＡＴＶ使用料などにつ

いて８％へ見直し、翌年１０月に１０％と段階的に改定を行うこととし、それ以外の使用料など

については２段階の改定による混乱を考慮し、８％への改定を見送った経緯がございます。 

 以上のとおり、過去の経緯などを踏まえまして、本条例の第１条、第２条、第８条、第２４条

及び第３３条に定める条例については、税率８％から１０％への改定であり、それ以外の各条の

条例については、平成２６年に改定を見送った関係条例となります。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 続きまして、議案第４５号、対馬市コミュニティーセンター条例の一部を改正する条例につい

てでございます。 

 新旧対照表の７４ページをごらんください。 

 このたびの改正につきましては、かねてより美津島町久須保、平瀬原に整備中でございました

地区集会施設の完成に伴いまして、施設の設置を条例に追加するものでございます。 

 改正の内容につきましては、第２条の表に対馬市平瀬原地区集会施設の項を追加するものでご

ざいます。 

 改正条例の施行日は、令和元年１０月１日と定めております。 

 以上、提案理由の説明でございます。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いいたし

ます。 
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○議長（小川 廣康君）  市民生活部長、俵輝孝君。 

○市民生活部長（俵  輝孝君）  ただいま、一括議題となりました議案第３９号、対馬市印鑑登

録及び証明に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容を御説明申し

上げます。 

 議案集の６５ページ、併せて参考資料として配付いたしております一部改正条例新旧対照表の

５３ページから５５ページを御参照くださるようお願いいたします。 

 今回の条例改正は、住民基本台帳法施行令等の一部が改正され、令和元年１１月５日から、氏

に変更があった者については住民票及び個人番号カードへの旧氏記載、旧姓併記を求めることが

できることが可能となったことに伴い、所要の改正を行うものであります。 

 改正の主な内容は、印鑑登録については住民基本台帳に記されている氏名等で行うこととなっ

ており、今回、住民基本台帳に旧氏、旧姓の記載が可能となったため、印鑑登録及び印鑑登録証

明書等についても旧氏の記載、旧姓併記を可能とするための改正を行うものであります。 

 なお、附則で施行期日を令和元年１１月５日といたしております。 

 以上で、議案第３９号についての提案理由とその内容の説明を終わります。御審議の上、御決

定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  しまづくり推進部長、武末祥人君。 

○しまづくり推進部長（武末 祥人君）  ただいま、一括議案となりました議案のうち、議案第

４０号、対馬市自家用有償バス運行に関する条例の一部を改正する条例は、しまづくり推進部所

管の議案でございますので、その提案理由と内容について御説明申し上げます。 

 新旧対照表５６ページから６３ページをお願いいたします。 

 今回の改正は、来る１０月１日をもって消費税率が１０％に引き上げることに伴い、対馬市自

家用有償バス使用料の改定を行うものでございます。 

 改正内容でございますが、第６条において定める使用料の改定でございます。 

 なお、区間ごとの改定料金につきましては、別表第１に表記いたしております。 

 以上、簡単ではございますが提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますよう

お願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  会計管理者、松井惠夫君。 

○会計管理者（松井 惠夫君）  ただいま、一括議題となりました議案第４１号、対馬市収入印紙

及び収入証紙購買基金条例の一部を改正する条例について、その提案理由と内容について御説明

申し上げます。 

 一部改正条例新旧対照表６４ページをお願いいたします。 

 平成２０年４月に、パスポート発券に係る事務が権限委譲され、市民生活部市民課と上対馬振
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興部住民生活課で交付事務を取り扱っておりますが、パスポート申請に係る手数料は、収入印紙

及び長崎県収入証紙を購入して納めることとなっております。そのため、印紙等の購買費用、売

りさばき手数料の管理を行うため、本基金を設置し、会計課及び会計課上対馬分室の窓口で販売

しているところでございます。 

 これまで、会計課窓口では、市役所近隣の民間の収入印紙販売所との兼ね合いで日本郵便株式

会社から販売所の認可が下りず、長崎県収入証紙のみを販売しておりましたが、このたび認可が

下り、会計課窓口で収入印紙の販売ができる見込みとなりました。 

 また、上対馬地区においては、長崎県収入証紙販売所の減少により、会計課上対馬分室窓口で

の収入証紙販売額が急増しております。 

 これらのことに対応するため、今回基金の増額を行おうとするものです。 

 改正内容は、第２条基金の額、現行２００万円を、３００万円に増額しようとするものでござ

います。 

 なお、附則で施行期日を令和元年１０月１日といたしております。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定賜

りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  教育部長、阿比留裕史君。 

○教育部長（阿比留裕史君）  一括議題となりました議案のうち、議案第４２号、４３号、４４号

及び議案第４６号は、教育委員会所管の議案でございますので、続けて提案理由の御説明をさせ

ていただきます。 

 まず、議案第４２号、対馬市公民館条例の一部を改正する条例についてでございますが、議案

集の７５ページをお開きください。 

 本年１０月から予定されている消費税率の引き上げに伴い、公民館の施設使用料について所要

の改正を行うものです。併せて、現行条例では、施設内の部屋ごとに使用時間区分を設定し使用

料を定めておりますが、今回、１時間当たりの使用料に改め、実使用時間に対する使用料を納入

いただくことで、市民の皆様により利用しやすい環境に改善することで、施設の利用促進を図る

ものです。 

 新旧対照表は６５ページを御参照ください。 

 現行条例では、時間区分を午前９時から正午、午後１時から午後５時、午後５時から午後

１０時、午前９時から午後５時と、４区分の設定をしておりますが、各区分とも使用料を時間数

で割った１時間当たりの単価が同額であり、１時間当たりの金額を見直し、実際に使用した時間

の使用料をいただくよう改正するものです。 

 現行条例では、１時間の利用しかなく、使用区分時間帯の料金を納入してもらっております。 
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 なお、附則で、施行期日を令和元年１０月１日といたしております。 

 次に、議案第４３号、対馬市文化会館条例の一部を改正する条例についてでございます。議案

集の７７ページをお開きください。 

 本改正案も、前条例案同様１０月１日からの消費税率の引き上げに伴い、文化会館の施設使用

料について所要の改正を行うものです。 

 この改正案も、前条例案同様使用時間区分を実使用時間に変更するものです。 

 新旧対照表は６７ページとなります。 

 こちらも、使用時間区分を４区分と設定しておりますが、１時間当たりの金額を見直し、実際

に使用した時間に使用料を納入していただくよう改正するものです。 

 前条例案同様、附則で、施行期日を令和元年１０月１日としております。 

 次に、議案第４４号、対馬市総合センター条例の一部を改正する条例についてでございます。

議案集の７９ページをお開きください。 

 この改正案も、前条例案同様消費税率の引き上げに伴い、総合センターの施設使用料について

所要の改正を行うものです。 

 なお、総合センターの条例中、上対馬総合センターの文化ホールの使用料につきましては、対

馬市公会堂条例に定める各ホールとの使用料との均衡性を保つため、対馬市交流センターイベン

トホール及び対馬市公会堂と同じ時間区分、使用料としております。 

 新旧対照表は６９ページを御参照ください。 

 こちらも、現行条例では使用区分を４区分の設定としておりますが、１時間当たりの金額を見

直し、実際に使用した時間の使用料を納入いただくよう改正するものです。 

 ただし、中対馬開発センターの老人保養室については、現行が基本額の３分の１で定められて

いるため、改正は基本額を定め、老人クラブが使用する場合、割増等使用料の欄で３分の１にす

るようにしております。 

 また、資料室、保健相談室については、時間によって割り切れないため、それぞれの区分の平

均値をとり、１時間当たりの使用料としております。 

 同様に、附則で、施行期日を令和元年１０月１日としております。 

 次に、議案第４６号、対馬市立図書館条例の一部を改正する条例についてでございます。議案

集の８５ページをお開きください。 

 この改正案も、前条例案同様、消費税の引き上げに伴い、図書館の施設使用料について所要の

改正を行うものです。 

 新旧対照表は７６ページをお願いします。 

 こちらも、現行条例では使用時間区分を４区分の設定としておりますが、１時間当たりの金額
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に見直し、実際に使用した時間の使用料を納入していただくよう改正するものです。 

 同様に、附則で、施行期日を令和元年１０月１日としております。 

 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い

いたします。 

○議長（小川 廣康君）  福祉保険部長、古里正人君。 

○福祉保険部長（古里 正人君）  ただいま、一括議題となりました福祉保険部所管の議案第

４７号から議案第５１号までの議案につきまして、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 議案第４７号、対馬市保育所条例の一部を改正する条例につきまして、新旧対照表の７７ペー

ジをごらん願います。 

 今回の改正は、第２条の表中、盒知保育所の定員１２０人を１４３人に改めようとするもので

ございます。 

 なお、附則において公布の日から施行し、平成３１年４月１日から適用すると規定いたしてお

ります。 

 改正の理由でございますが、盒知保育所においてはここ数年来、定員を上回る入所希望が続き、

入所保留、つまり待機児童対策としてお遊戯室を保育室として利用し、国が定める保育室などの

面積要件をクリアしてまいりましたが、国の保育所運営における指針に２年間連続して利用人員

が定数を超えており、かつ年間平均で定員の１２０％を超えて受け入れている場合は、定数の見

直しを行うことが望ましいとあり、今回、県の許可をいただいて現在の盒知保育所の施設で 大

限受け入れ可能な定数にあらためるものでございます。 

 ただし、今回の改正は、県の許可をいただいたとは言え、盒知保育所の現状を可とするもので

はなく、現状を認識した上でよりよい保育環境を提供できるよう努めようとするものであり、御

理解願いたいと存じます。 

 次に、議案第４８号、対馬市へき地保育所条例の一部を改正する条例につきまして、新旧対照

表の７８ページから８０ページをごらん願います。 

 国の子ども子育て支援法の改正に伴い、幼児教育・保育の無償化が実施されることにより、本

条例の一部を改正しようとするものでございます。 

 内容につきましては、利用者負担額に関係する条文第６条から第９条までを削除し、第１０条

を第６条に、第１１条を第７条に改めようとするものでございます。 

 なお、附則において、施行日を令和元年１０月１日からといたしております。 

 次に、議案第４９号、対馬市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例につきましては、新旧対照表の８１ページから８５ページをごらん願います。 

 本条例は、対馬市において家庭的保育事業を実施する上で、設備及び運営に関する基準を指定
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したものでございますが、今回の改正は、厚生労働省令の一部を改正する省令の施行に伴い、所

要の改正を行うものでございます。 

 その主なものは、家庭的保育事業などによる卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保に係

る要件緩和に関連した改正と、連携施設の確保に関連する経過措置について、現行の５年から

１０年に期限を５年間延長するものでございます。 

 なお、附則において、施行日を公布の日からといたしております。 

 次に、議案第５０号、対馬市保育の必要性の認定基準に関する条例の一部を改正する条例につ

きまして、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 新旧対照表の８６ページをごらん願います。 

 提案理由でございますが、保育人材の確保、育成や就業継続による全体的なメリットなどを勘

案し、新たな保育の優先利用の基準を設定しようとするものでございます。 

 改正の内容につきましては、第４条中、保護者が保育士、幼稚園教諭もしくは保育教諭として

就労し、または就労する予定であることを加えるものでございます。 

 なお、附則において、施行日を公布の日からといたしております。 

 後に、議案第５１号、対馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 新旧対照表の８７ページから９１ページをごらん願います。 

 本条例は、対馬市において、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を運営する上での基

準を定めた条例でございますが、今回の改正は、先ほど議案第４９号で御説明申し上げた厚生労

働省令の一部を改正する省令を初め、関係する省令などの改正により、基準の一部の見直しが行

われたことに伴い、内閣府令で交付、施行されたことにより、所要の改正を行うものでございま

す。 

 その主なものは、代替保育の提供に係る連携施設の確保、卒園後の受け皿の提供を行う連携施

設の確保義務の緩和及び保育所型事業所内保育事業所の連携施設の確保義務の免除に関連する改

正と、連携施設に関する経過処置について、現行の５年から１０年に期限を５年間延長するもの

でございます。 

 なお、附則において、施行日を公布の日からといたしております。 

 以上、議案４７号から議案第５１号までの提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決定

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  健康づくり推進部長、荒木静也君。 

○健康づくり推進部長（荒木 静也君）  ただいま一括議題となりました議案第５２号、対馬市診

療所条例の一部を改正する条例は、健康づくり推進部所管の議案でございますので、提案理由と
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その内容を御説明申し上げます。 

 議案書は９９ページ、新旧対照表は９２ページから９３ページをごらんください。 

 今回の改正は、１０月１日から消費税及び地方消費税の引き上げに伴い、診療所条例第５条第

２号及び同条第３号の診断書作成手数料等の改正を、新旧対照表下線部のとおり行うものでござ

います。 

 また、平成２３年３月から８年間休診としておりました久和出張診療所の廃止につきまして、

地区の同意を得ましたので、第２条中久和出張診療所の名称、位置を削るものでございます。 

 なお、附則で、施行日を令和元年１０月１日としております。 

 以上、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（小川 廣康君）  中対馬振興部長、佐伯正君。 

○中対馬振興部長（佐伯  正君）  ただいま、一括議題となりました議案第５３号、対馬市営航

路船舶使用料条例の一部を改正する条例について、その提案理由と内容について御説明申し上げ

ます。 

 議案集の１０１ページから１０４ページ、新旧対照表は９４ページから９７ページをお願いし

ます。 

 旅客定期航路事業において、令和元年１０月１日から消費税が８％から１０％へ改正されるこ

とに伴い、同条例の別表第１から別表第３の改正が必要なことから、同条例の一部を改正しよう

とするものです。 

 また、小児運賃について、対馬市営航路船舶使用料条例と対馬市営航路船舶使用料適用方法が

合致しない部分がございましたので、併せて改正するものです。 

 以上、簡単ではございますが説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお

願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  水道局長、波田安徳君。 

○水道局長（波田 安徳君）  続きまして、一括議題となりました議案のうち、議案第５４号、対

馬市水道条例の一部を改正する条例について、提案理由と内容について御説明申し上げます。 

 議案書１０５ページをお願いいたします。 

 今回の改正は、消費税率の改定に伴う水道料金と加入金の改定でございます。また、水道法の

改正により、指定給水装置工事事業者の指定に５年間の更新制が導入されましたので、更新時に

５,０００円の手数料を追加するものでございます。 

 新旧対照表は９８ページから９９ページを御参照ください。 

 なお、附則で、施行日を令和元年１０月１日と定め、経過措置として施行日前から継続して給
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水を受ける水道の使用で施行日から令和元年１０月３１日までの間に料金の支払いを受ける権利

が確定するものに係る料金につきましては、第２４条第２項の規定にかかわらず、改定前の税率

を適用することとしております。 

 以上、簡単ではございますが、議案第５４号、対馬市水道条例の一部を改正する条例について

の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  消防長、主藤庄司君。 

○消防長（主藤 庄司君）  ただいま、一括議題となりました議案第５５号、対馬市消防団員の定

員、任命、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、消防本部所管でご

ざいますので、提案理由とその内容について御説明申し上げます。 

 議案書は１０７ページ、新旧対照表は１００ページ、１０１ページでございます。 

 今回の改正は、まず初めに題名について、同条例本則に分限及び懲戒の規定も盛り込まれてい

ることから、題名と本則条文の内容との整合性を図るため、題名中、任命を任免に字句の改正を

行うものでございます。 

 次に、本則条文の改正は、平成２８年５月に成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行さ

れ、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人であることを理由に不当に差別されないよ

う必要な見直しを行うことなどが定められました。 

 また、その法律に基づく措置として、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図

るための関係法律の整備に関する法律が６月１４日に公布され、同法の中で地方公務員法の一部

が改正されました。 

 これを踏まえ、対馬市消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例第５条第１号の、成

年被後見人等は消防団員となることができないとする規定を削除し、第２号から第４号はそれぞ

れ１号ずつ繰り上げるなど、当該改正に係る所要の規定を整備したものでございます。 

 なお、附則で、施行期日につきましては、地方公務員法の一部改正の施行期日に合わせ、令和

元年１２月１４日からとしております。 

 以上、大変簡単ではございますが、議案第５５号の説明を終わります。御審議の上、御決定賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。 

 暫時休憩いたします。再開を２時３０分からといたします。 

午後２時12分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時27分再開 

○議長（小川 廣康君）  再開します。 
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 休憩前に説明がありました１８件について、これから質疑を行います。 

 まず、議案第３８号及び議案第４５号の総務部関係２件について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  次に、議案第３９号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  次に、議案第４０号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  次に、議案第４１号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  次に、議案第４２号から議案第４４号及び議案第４６号の教育委員会関

係の条例４件について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  次に、議案第４７号から議案第５１号までの福祉保険部関係条例の５件

について質疑はありませんか。９番、黒田昭雄君。 

○議員（９番 黒田 昭雄君）  福祉保険部長にお尋ねしたいと思うんですが、今回の１０月から

の幼児教育と保育の無償化に絡む給食の対応ということで、今回、議案に出るだろうと思って期

待をしてたところなんですけれども、出なかったので、これは教育関係もかかわることなんです

が、あえて福祉保険部長だけにお尋ねをいたしますけれども、私は移住定住の施策の上でも今回

給食の無償化まで取り組んでほしいなと思ってたところなんですが、議案にも出なかったので、

どのような協議が行われたか教えていただきたいと思います。 

○議長（小川 廣康君）  福祉保険部長、古里正人君。 

○福祉保険部長（古里 正人君）  黒田議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 小島議員のほうからも一般質問のほうでその件については質問があっておりますので、明確な

回答は私のほうからはちょっと差し控えさせていただきたいなとは思っておりますけども、副食

費につきましては、現在鋭意協議をさせていただいているところなんですけども、今回、予算上

は上げてはいませんが、というのが歳出については、副食費を無料にしようが、有償にしようが、

歳出については何ら今の現行予算のままということになっております。 

 歳入につきましては、有償にする方向にした場合、まだ国のほうが補助金とか、その財源の確

定があいまいでございまして、副食費１人当たり４,５００円というのは決まっているんですけ

ども、それ以外に物価変動とか、何か新たな財源の根拠が出てくるような状況でして、１２月ぐ

らいに正式に歳入についてはその分のほうを計上させていただきたいというふうに思っておりま

す。 
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 また、副食費とか保育料につきましては、これは規則で認可保育所のほうはうたっております

ので、今回提案をさせていただいてないということでございます。御了承いただきたいと思いま

す。 

○議長（小川 廣康君）  ９番、黒田昭雄君。 

○議員（９番 黒田 昭雄君）  小島議員の一般質問が控えておりますので、もうこれ以上質問は

しませんけれども、やっぱりぜひ移住定住のためにも、あと、ほかの自治体もどういう形でやっ

ているかというような詳しい内情はわかりませんけれども、あちこちで給食まで踏み込んでやっ

ている自治体が多々ありますので、対馬市もそのようにぜひしていただきたいと要望して終わり

たいと思います。 

○議長（小川 廣康君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  議案第４７号、対馬市保育所条例の一部を改正する条例、この

中で対馬全島６カ所の保育所の中で特に盒知の保育所、これは定員が２０名、この２年間連続し

てこれをオーバーした経過から、これを県のほうに相談して、増設したわけじゃなく、１２０人

を１４３名というふうなことに変更するという条例を改正して、私はいいことだと思いますが、

一応、間違いございませんか、今の答弁で、あなたの。それで、その後、また話を確認します。

そういうふうな説明があったんですが、間違いありませんか。 

○議長（小川 廣康君）  福祉保険部長、古里正人君。 

○福祉保険部長（古里 正人君）  大浦議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 確かに、定数を今回見直しを行って、施設自体はそのままの現状でございまして、先ほども説

明で申し上げたとおり、お遊戯室を一時的ではございますけども、保育室として利用させていた

だいて、待機児童解消に当たっているというところでございます。１２０名から１４３名の変更

でございます。 

○議長（小川 廣康君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  先ほど、説明の中に、２カ年継続で１２０人オーバーという物

の言い方したんです、説明の中で。これが、私以前からこのことは慢性的な状態で、１２０をは

るかに数年前からオーバーしてたんです。それで、何とかしてくれんじゃろうかということを再

三現場にも、あるいは担当福祉部長、そこらのお願いを住民側からの要望でやったことがあるん

ですが、全部はねつけて、今回、初めてそういうふうな善処、要は、早くからなぜこういうこと

ができなかったかという、非常に私はもどかしい。もう少し市役所の職員、もう少し強い要望が

あれば、上級機関に直訴せないかんです。今ごろになったというふうな物の言い方に、私は住民

側サイドから言えば、かなりの方が泣き寝入りされて、そしてお母さんが子供を家で育てたかと

いう経過がございますので、その辺は非常に今ごろ何で早うせんやったかというふうな思いが強
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くあるんですが、そこらあたり、あなた様のほうは担当部長ではございませんでしたが、その辺、

市長いかがでしょうか。私はそのことをぶつけたことあるんですが、もっと早くこのようなこと

が対処しておれば、非常に助かった方がおられると思います。１４３人、非常にいいことなんで

す。もっとそれをなぜできんやったかと、早く。これが私の強い意見でございます。 

 市長、一言。問題は、いいことではあります、現在の姿は。早くできなかったことについて、

大勢の方がそのことに強い不満を持っておられた、これは十分承知しております。２年どころか、

随分以前からこの数字はオーバーでございました。どうですか、大きな問題です。 

○議長（小川 廣康君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  大変、これまで入所されなかった御父兄の皆様には申しわけなかったと

いうふうに思っております。 

 そういう中で、対馬市も子育て等に、子育て環境の改善をしていくためにいろいろと努力をし

てまいりましたけども、このたび、そのようなお遊戯室を保育室として使用するというようなこ

とで条例の改正が可能となるというようなことで、前向きに捉えさせていただいて、今回、改正

に至ったものであります。これが長引いたということにつきましては、大変申しわけないと思っ

ております。 

○議長（小川 廣康君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  終わります。 

○議長（小川 廣康君）  ほかに、５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  盒知保育所の定員の問題については、今、大浦議員のほうから御

指摘があったように、ずっともう十数年こういう状況、定数を２０とか、それ以上オーバーした

数で入れていたということ。 

 今回、なぜ早くしなかったかというのを、気持ちは大浦議員と全く一緒ですけど、しかし、そ

の内実をしっかり見ると、これは部長が一番よく存じてあると思います。遊戯室を保育室に変更

して、今までは機能しよった遊戯室の機能はどうするんですか。それは、数を入れることは前進

と見ても、保育の質からいったら、本来あるべき姿じゃないとちゅうのは、部長、さっきちょっ

と説明されました。そしたら、次の段階としての保育、遊戯室は遊戯室としての機能があるわけ

ですから、それを生かすためには保育室が必要なんです。その保育室を確保するためにどうする

かということで、私も一般質問でも投げかけをしてきました。今、学童の教室として使っている

とことか、あるいは子育ての支援室とか、その部屋を保育所の機能に使うために外部に移動した

らどうですかという提言も私は一般質問にしてきました。そのことについては、近々、改善しま

すよと。土地も見つけています。めどがつきましたという、去年答弁もあっています。このこと

について、もう少し先の見える話をしてみてください。まだ、美津島から厳原方面に保育所に通
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っている子供が、ことしも四、五十名います。去年１００名いたのが、ことしは減ったけども、

保育室とか、遊戯室を使ったために、定数ふやしたために減ったけども、まだ５０名前後厳原に

通っているわけですから、早急に、いわゆる保育室を確保するために、今の盒知保育所の使い方、

部屋の使い方、そのために学童をどうするのか、子育て教室をどうするのかということをちょっ

と前向きの答弁をしてください。 

○議長（小川 廣康君）  福祉保険部長、古里正人君。 

○福祉保険部長（古里 正人君）  確かに、昨年、小島議員の御質問の折に、そういうふうな民間

の方に御協力を要請はしておりました。土地も購入して用意されたということも伺っております

けども、建物を建てるのに補助がないかということでお尋ねがございまして、ちょっとこちらの

ほうもいろいろ調べてはみたんですけども、全額補助のそういったいい案件がございませんでし

たんで、その旨はお伝えしております。 

 引き続き、また民間の方には御協力を要請していきたいなとは思っておりますし、現状、先ほ

ども申し上げましたとおり、現状を可とするものでは私も決してないほうですので、多方面から

何らかの施策を検討していきたいな、早急に検討していきたいなと考えております。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  なかなか部長、苦しいところですけども、ぜひ市長も、先ほどの

大浦議員の質疑の中でもあったように、やはり補助金見つからないことで事をおさめたら、子育

て充実しないんです。また、私、そのあたりは一般質問でも上げさせてもらっておりますから、

少し詳しくはまた後で一般質問の中でも聞きたいと思います。 

 部長のやはり決断とか、あるいはそのあたりのことをぜひ期待をしておきます。 

○議長（小川 廣康君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  次に、議案第５２号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  次に、議案第５３号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  次に、議案第５４号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  次に、議案第５５号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま一括議題としております１８件は、委員会への付託を省略したいと思
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いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。１８件は委員会への付託を省略することに決定い

たしました。 

 これから１８件について、各案ごとに討論、採決を行います。 

 まず、議案第３８号、消費税及び地方消費税の税率の改定に伴う関係条例の整理に関する条例

について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３９号、対馬市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について、

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４０号、対馬市自家用有償バス運行に関する条例の一部を改正する条例について、

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４１号、対馬市収入印紙及び収入証紙購買基金条例の一部を改正する条例につい

て、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４２号、対馬市公民館条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４３号、対馬市文化会館条例の一部を改正する条例について、討論はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４４号、対馬市総合センター条例の一部を改正する条例について、討論はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４５号、対馬市コミュニティーセンター条例の一部を改正する条例について、討

論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４６号、対馬市図書館条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４７号、対馬市保育所条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４８号、対馬市へき地保育所条例の一部を改正する条例について、討論はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４９号、対馬市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５０号、対馬市保育の必要性の認定基準に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５１号、対馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５２号、対馬市診療所条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５３号、対馬市営航路船舶使用料条例の一部を改正する条例について、討論はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５４号、対馬市水道条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５５号、対馬市消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例の一部を改正

する条例について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４７．議案第５６号 
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○議長（小川 廣康君）  日程第４７、議案第５６号、対馬市コミュニティーセンターの指定管理

者の指定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、有江正光君。 

○総務部長（有江 正光君）  ただいま議題となりました議案第５６号につきまして、提案理由と

その内容を御説明いたします。 

 議案書は１０９ページでございます。 

 議案第５６号、対馬市コミュニティーセンターの指定管理者の指定についてでございますが、

本案件は、議案第４５号として先ほど可決いただきました対馬市平瀬原地区集会施設の管理運営

につきまして、市内各地区において管理する各集会施設と同様に、それぞれの区に管理をお願い

しようとするものでございます。 

 なお、根拠法令は、地方自治法第２４４条の２第６項でございます。 

 現在、市内各所の集会施設の指定管理期間が令和２年度末で満了することから、令和３年度更

新後の周期とそろえるため、当施設の指定の期間を令和元年１０月１日から令和８年３月３１日

までといたしております。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明といたします。よろしく御決定賜わりますよう

お願いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、委員会への付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は、委員会への付託を省略することに決定し

ました。 

 これから、議案第５６号、対馬市コミュニティーセンターの指定管理者の指定について、討論、

採決を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第４８．議案第５７号 

○議長（小川 廣康君）  日程第４８、議案第５７号、漁港区域内公有水面の埋立てについて（尾

崎漁港）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。農林水産部長、佐々木雅仁君。 

○農林水産部長（佐々木雅仁君）  ただいま議題となりました議案第５７号、漁港区域内公有水面

の埋立てについて（尾崎漁港）の提案理由とその内容について御説明申し上げます。 

 議案書は１１１ページから１１７ページでございます。 

 本議案は、尾崎漁港水産生産基盤整備工事の埋め立て免許に係る公有水面埋立法第３条第１項

に規定する縦覧期間が令和元年８月２６日をもって終了し、意見書の提出がなかったため、公有

水面埋立免許出願に係る意見について、異議のない旨、長崎県知事に答申するため、同法第３条

第４項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 

 埋め立ての必要性につきましては、１１４ページから１１５ページに埋め立て必要理由書を添

付しておりますとおり、美津島町尾崎字土寄１２４番１から１２４番５に至る地先公有水面を埋

め立てし、岸壁、護岸、道路、用地を整備するもので、埋め立て面積は２,９３８.８８平方メー

トルでございます。 

 なお、１１６ページ、１１７ページに位置図及び平面図を添付いたしておりますので、御参照

ください。 

 以上、簡単でございますが、議案第５７号の提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決

定賜わりますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、委員会への付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は、委員会への付託を省略することに決定し

ました。 

 これから、議案第５７号、漁港区域内公有水面の埋立てについて、討論、採決を行います。討

論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４９．議案第５８号 

○議長（小川 廣康君）  日程第４９、議案第５８号、財産取得契約の締結についてを議題としま

す。 

 提案理由の説明を求めます。消防長、主藤庄司君。 

○消防長（主藤 庄司君）  ただいま議題となりました議案第５８号は、消防本部所管となります

ので、その提案理由と内容を御説明いたします。 

 議案書の１１９ページをお願いいたします。参考資料を１２０ページに添付しておりますので、

御参照願います。 

 本議案は、財産取得契約を締結いたしたく、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 本案は、高齢化社会等により、増加傾向にある救急需要に対応できるよう、老朽化した上対馬

出張所配備の救急自動車を 新の高規格救急自動車に更新配備しようとするものでございます。 

 入札につきましては、去る８月２７日に３者による指名競争入札を執行しましたが、１者の辞

退があり、参加２者による入札を実施した結果、長崎市五島町４番１９号、西九州トヨタ自動車

株式会社長崎支店支店長、元山繁氏が３,２００万円で落札いたしましたので、これに消費税相

当額を加算した３,４５６万円で同氏を相手方とした財産取得仮契約を８月３０日に締結いたし

ております。ここに本契約を締結いたしたく、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、大変簡単でございますが、提案理由とさせていただきます。御審議の上、御決定賜わり

ますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、委員会への付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は、委員会への付託を省略することに決定し

ました。 

 これから、討論、採決を行います。議案第５８号、財産取得契約の締結について、討論はあり

ませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５０．諮問第１号 

日程第５１．諮問第２号 

日程第５２．諮問第３号 

日程第５３．諮問第４号 

日程第５４．諮問第５号 

日程第５５．諮問第６号 

○議長（小川 廣康君）  日程第５０、諮問第１号から日程第５５、諮問第６号、人権擁護委員候

補者の推薦についての６件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  ただいま一括議題となりました諮問第１号及び諮問第６号までの人権擁

護委員候補者の推薦について、その提案理由を御説明いたします。 

 今回、御提案いたします委員につきましては、現委員であります阿比留勝也氏、長瀬善彦氏、

佐伯達也氏、山下功氏、八坂達也氏及び武田朋三氏の６名の任期が本年１２月３１日をもって満

了となりますので、再び委員に推薦する方として、八坂達也氏を、また、阿比留勝也氏、長瀬善

彦氏、佐伯達也氏、山下功氏及び武田朋三氏の後任として、鍵本妙子氏、一宮義幸氏、豊田精国

氏、村瀨辰馬氏及び原昌明氏を委員に推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り、議会の御意見をお願いするものであります。 

 八坂達也氏は、平成２９年１月から人権擁護委員として御活躍され、現在１期目でございます。 

 鍵本妙子氏は、厳原町田渕８５１番地にお住いで、地域で子育てを楽しむ会、対馬市手をつな

ぐ育成会、障害者相談員等として精力的に活動されており、子育てに悩む保護者や障害のある方

と、その御家族とのつながりを通じて、身近な人権問題に関心をお持ちです。 

 一宮義幸氏は、厳原町小茂田６４４番地にお住まいで、介護や福祉現場において活躍され、本

年６月まで特別養護老人ホーム浅茅の丘の管理者を務められました。その経験を生かして、高齢

者や障害のある方が自分らしい暮らしができるよう、人権問題の解消に熱意をお持ちです。 

 豊田精国氏は、美津島町盒知甲２３６番地３２にお住まいで、学校事務に従事した経験から、

いじめ、子供の虐待や貧困等、学校や家庭、地域で起こる子供の人権問題の解消に熱意をお持ち



- 62 - 

です。 

 村瀨辰馬氏は、豊玉町小綱２７５番地にお住まいで、小綱郵便局長として地域の方々の人望も

厚く、過去には民生委員、児童委員、教育委員等としての活動経験があり、子供や高齢者の人権

問題の解消に関心をお持ちです。 

 原昌明氏は、上県町佐護東里６８番地にお住まいで、本年３月まで対馬市社会福祉協議会で居

宅介護事業所の管理者を務められ、社会福祉主事及び介護支援専門員の資格を有しております。

その見識を生かして、高齢者の人権擁護への取り組み意欲をお持ちです。 

 候補者の６名は、広く社会の実情に精通され、人格、見識ともに申し分なく、人権擁護委員と

してふさわしい方々でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。 

 これから６件に対する一括質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま一括議題としております６件は、委員会への付託を省略したいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。６件は、委員会への付託を省略することに決定い

たしました。 

 これから、６件について、各案ごとに討論、採決を行います。 

 諮問第１号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。諮問第１号は鍵本妙子氏を適任とするこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。諮問第１号は鍵本妙子氏を適任とすることに決定

いたしました。 

 次に、諮問第２号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。諮問第２号は一宮義幸氏を適任とするこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。諮問第２号は一宮義幸氏を適任とすることに決定
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いたしました。 

 次に、諮問第３号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。諮問第３号は豊田精国氏を適任とするこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。諮問第３号は豊田精国氏を適任とすることに決定

いたしました。 

 次に、諮問第４号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。諮問第４号は村瀨辰馬氏を適任とするこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。諮問第４号は村瀨辰馬氏を適任とすることに決定

いたしました。 

 次に、諮問第５号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。諮問第５号は原昌明氏を適任とすること

に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。諮問第５号は原昌明氏を適任とすることに決定い

たしました。 

 次に、諮問第６号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。諮問第６号は八坂達也氏を適任とするこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。諮問第６号は八坂達也氏を適任とすることに決定

いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５６．請願第１号 

○議長（小川 廣康君）  日程第５６、請願第１号、日本海海戦（対馬沖海戦）戦没者慰霊祭関連
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事業の継続と戦争関連施設の保全並びにロシア連邦公人の招聘等を求める請願書を議題とします。 

 本件は、配付の議案審査付託表のとおり、総務文教常任委員会に付託をいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（小川 廣康君）  以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 あすは、午前１０時から総務文教常任委員会の付託案件の審査を行います。 

 本日はこれで散会とします。お疲れさまでございました。 

午後３時06分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 

 


